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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおける基地局側の装置であって、
　ユーザー機器のランダムアクセス要求に応答して、当該ユーザー機器によって開始され
たアクセス手順がコンテンションベース又は非コンテンションベースのアクセス手順であ
るかを確定し、コンテンションベースのアクセス手順に対して、アクセスに失敗した可能
性のあるユーザー機器に、ユーザー機器がランダムアクセス要求を新たに送信する必要な
く前の失敗したアクセス手順を継続するような情報であるアシスタントアクセス情報を準
備しておいて、当該アクセスに失敗したユーザー機器が基地局と前記アシスタントアクセ
ス情報に基づいてインタラクションさせてアクセス手順を完成させるように配置されてい
る、処理ユニットを含んでいる装置。
【請求項２】
　前記アシスタントアクセス情報は、
　予約されたアクセス識別子情報と、
　アクセスに失敗したユーザー機器の後続のアップリンク伝送のためのアップリンクリソ
ースグラント指示と、
　予約されたランダムアクセスプリアンブルシーケンスと、の少なくとも一つを含んでい
る請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記アシスタントアクセス情報は、最終的にアクセスに成功するユーザー機器に対する
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応答に含まれ、
　前記処理ユニットは、前記アシスタントアクセス情報を含むコンテンション解決メッセ
ージ及び／又はランダムアクセス応答メッセージを生成するように配置されている請求項
１又は２に記載の装置。
【請求項４】
　前記無線通信システムは、高優先度ユーザー機器及び低優先度ユーザー機器を含み、
　前記処理ユニットは、前記ランダムアクセス要求を発信するユーザー機器が高優先度ユ
ーザー機器であると確定した場合に、アクセスに失敗したユーザー機器に前記アシスタン
トアクセス情報を準備しておくように配置されている請求項１～３のいずれか一項に記載
の装置。
【請求項５】
　前記装置は前記基地局として作動し、
　前記ユーザー機器からのランダムアクセス要求を受信し、前記ユーザー機器へランダム
アクセス応答を送信し、前記ランダムアクセス応答に基づくアップリンクデータを受信し
、コンテンション解決メッセージを送信するように配置されている送受信ユニットをさら
に含み、
　前記処理ユニットは、さらに、前記ランダムアクセス要求中のランダムアクセスプリア
ンブルシーケンスと、前記ランダムアクセス要求中の高優先度ユーザー機器であるかどう
かを指示するための情報ビットと、前記ランダムアクセスプリアンブルシーケンスが位置
する時間周波数リソースとの少なくとも一つに応じて、ランダムアクセスを行う相応する
ユーザー機器が高優先度ユーザー機器であるかどうかを確定するように配置されている請
求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記処理ユニットは、前記ランダムアクセス要求中のランダムアクセスプリアンブルシ
ーケンスが特定のグループに属すると確定した場合に、相応するユーザー機器が高優先度
ユーザー機器であると確定し、又は、
　前記処理ユニットは、前記ランダムアクセスプリアンブルシーケンスが位置する時間周
波数リソースに応じて、相応するユーザー機器のＲＡ－ＲＮＴＩを算出し、当該ＲＡ－Ｒ
ＮＴＩに応じて相応するユーザー機器が高優先度ユーザー機器であるかどうかを確定する
ように配置されている請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記送受信ユニットは、さらに、低優先度ユーザー機器と高優先度ユーザー機器とを含
む複数のユーザー機器のランダムアクセス要求が受信された場合に、前記高優先度ユーザ
ー機器に対するランダムアクセス応答を優先して送信するように配置されている請求項５
に記載の装置。
【請求項８】
　前記処理ユニットは、さらに、
　低優先度ユーザー機器に対して第１の所定のバックオフ時間を設置して、当該低優先度
ユーザー機器はアクセスに失敗した際に前記第１の所定のバックオフ時間をバックオフし
た後にランダムアクセス要求を再度送信するようにし、及び／又は
　高優先度ユーザー機器に対して第２の所定のバックオフ時間を設置して、当該高優先度
ユーザー機器はアクセスに失敗した際に前記第２の所定のバックオフ時間をバックオフし
た後にランダムアクセス要求を再度送信するように配置され、
　前記第１の所定のバックオフ時間は長く、前記第２の所定のバックオフ時間は短い請求
項４に記載の装置。
【請求項９】
　前記ユーザー機器がアクセスを要求するものはアンライセンス周波数帯域で作動してい
るセルである請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　前記高優先度ユーザー機器はアンライセンス周波数帯域セルにアクセスすることを要求
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するユーザー機器であり、前記ランダムアクセス応答及び／又はコンテンション解決メッ
セージには、限定された伝送時間長さの情報であって、アンライセンス周波数帯域での伝
送時間長さの情報と、初期伝送をスケジューリングするためのアップリンクリソースを指
定する情報との少なくとも一つが含まれ、
　当該初期伝送をスケジューリングするためのアップリンクリソースはプライマリセルの
リソース又はアンライセンス周波数帯域セルのリソースである請求項５に記載の装置。
【請求項１１】
　前記送受信ユニットは、さらに、
　コンテンション解決メッセージを送信した後に、アクセスに失敗したユーザー機器が予
約されたアクセス識別子と、アップリンクリソースグラントとを使用して送信する、アク
セスに失敗したユーザー機器の一意識別子を含むアップリンクデータをモニタリングする
ように配置されている請求項５に記載の装置。
【請求項１２】
　前記ユーザー機器はＶ２Ｘユーザー機器であり、前記アップリンクデータにはユーザー
機器の位置情報がさらに含まれている請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記処理ユニットは、さらに、ＲＲＣ接続中であるユーザー機器の位置情報に応じてセ
キュリティ情報ブロードキャストを受信する必要のあるユーザー機器を選択するように配
置され、前記送受信ユニットは、ＲＲＣシグナリングにより選択されたユーザー機器に前
記セキュリティ情報ブロードキャストのリソース位置を通知する請求項１２に記載の装置
。
【請求項１４】
　前記送受信ユニットは、さらに、前記アクセスに失敗したユーザー機器の一意識別子に
より、補正された時間繰上げ量が含まれているＲＲＣ接続確立コマンドを送信するように
配置され、
　前記ユーザー機器はＶ２Ｘユーザー機器であり、前記ＲＲＣ接続確立コマンドには、安
全情報ブロードキャストのためのアップリンクリソーススケジューリングがさらに含まれ
て、請求項１１に記載の装置。
【請求項１５】
　無線通信システムにおけるユーザー機器側の装置であって、
　位置情報に基づいてランダムアクセス要求を生成してコンテンションベースアクセス手
順を開始し、
　アクセスに失敗した場合に、ユーザー機器がランダムアクセス要求を新たに送信する必
要なく前の失敗したアクセス手順を継続するような情報であるアシスタントアクセス情報
であって、基地局からのアシスタントアクセス情報に基づいて当該基地局とインタラクシ
ョンしてアクセス手順を完成するように配置されている処理ユニットを含んでいる装置。
【請求項１６】
　前記アシスタントアクセス情報には、
　予約されたアクセス識別子情報と、
　アクセスに失敗したユーザー機器の後続のアップリンク伝送のためのアップリンクリソ
ースグラント指示と、
　予約されたランダムアクセスプリアンブルシーケンスと、の少なくとも一つを含んでい
る請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記処理ユニットは、さらに、
　異なる優先度のユーザー機器のために異なるランダムアクセスプリアンブルシーケンス
を確定するように配置されており、及び／又は
　異なる優先度のユーザー機器のためにランダムアクセス要求に用いられる異なる時間周
波数リソースを確定するように配置されている請求項１５に記載の装置。
【請求項１８】
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　前記基地局へランダムアクセス要求を送信し、前記基地局からのランダムアクセス応答
を受信し、前記ランダムアクセス応答に基づいて前記基地局へアップリンクデータを送信
し、コンテンション解決メッセージを受信するように配置されている送受信ユニットをさ
らに含んでいる請求項１５に記載の装置。
【請求項１９】
　前記ユーザー機器は高優先度ユーザー機器としてのＶ２Ｘユーザー機器であり、且つ、
前記ユーザー機器がＲＲＣ＿ＩＤＬＥ状態にある時間が所定の閾値を超えたこと、前記ユ
ーザー機器が特定の領域に到達すること、情報をブロードキャストする必要があることと
の少なくとも一つを満たした場合に、前記送受信ユニットはランダムアクセス要求を送信
する請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　無線通信システムにおけるユーザー機器側の方法であって、
　位置情報に基づいてランダムアクセス要求を生成して、コンテンションベースのアクセ
ス手順を開始し、
　アクセスに失敗した場合に、ユーザー機器がランダムアクセス要求を新たに送信する必
要なく前の失敗したアクセス手順を継続するような情報であるアシスタントアクセス情報
であって、基地局からのアシスタントアクセス情報に基づいて当該基地局とインタラクシ
ョンしてアクセス手順を完成することを含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２０１５年７月２９日に中国専利局に提出した、出願番号が２０１５１０４５
６５９６．０であって、発明の名称が「無線通信システム、基地局側とユーザー機器側の
装置及び方法」である中国特許出願の優先権を主張し、本願で、その全ての内容を援用す
るものとする。
【０００２】
　本発明の実施例は、全体として、無線通信分野に関し、具体的に、ランダムアクセス手
順に関し、より具体的に、アシスタントアクセス情報によりランダムアクセスを速める無
線通信システムにおける基地局側とユーザー機器側の装置、方法、及び無線通信システム
に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ユーザーは高速データ伝送の需要が高まっており、ＬＴＥは間違いなく最も競争力持つ
無線伝送技術の１つである。ＬＴＥでは、ユーザー機器にＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤと
ＲＲＣ＿ＩＤＬＥとの二つの状態が存在することができる。ユーザー機器をＲＲＣ＿ＩＤ
ＬＥ状態からＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態へ遷移させ、又はリンク障害から回復させ
るために、切り替え過程で（又はアップリンクの同期が外れたユーザー機器に対して）ア
ップリンクの同期を行い、あるいはスケジューリング要求を伝送するのにリソースが足り
ない、上記の場合、いずれもランダムアクセス手順を行う必要がある。
【０００４】
　ところが、現在で、ユーザー機器がＲＲＣ＿ＩＤＬＥ状態からＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴ
ＥＤへ遷移するために要求する最大時間間隔は５０ｍｓである。そして、ランダムアクセ
ス手順において衝突が発生する可能性があり、ランダムアクセスの手順が長くなる。従っ
て、特別のサービス、例えば高いリアルタイム性を要求するＶ２Ｘ安全業務、リソースの
可用性が速く変化するアンライセンスリソースでのサービスについて、アクセスの失敗に
よる遅れは深刻な結果をきたす可能性がある。高いリアルタイム性を要求する応用シーン
の需要を満たし、及び通信効率を向上させるために、ランダムアクセスの手順を速めるこ
とが望ましい。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】



(5) JP 6733727 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

【０００５】
　以下では、本発明に関する簡単な概略を説明して、本発明のある局面に関する基本的理
解を提供する。この概略が本発明に関する取り尽くし的概略ではないと理解すべきである
。それは、本発明の肝心又は重要部分を意図的に特定するものではなく、本発明の範囲を
意図的に限定するものでもない。その目的は、簡素化の形式で、ある概念を提供して、後
論述するより詳しい技術の前言とするものである。
【０００６】
　本願の一局面によれば、無線通信システムにおける基地局側の装置を提供し、ユーザー
機器のランダムアクセス要求に応答して、当該ユーザー機器によって開始されたアクセス
手順がコンテンションベース又は非コンテンションベースのアクセス手順であるかを確定
し、コンテンションベースのアクセス手順に対して、アクセスに失敗した可能性のあるユ
ーザー機器にアシスタントアクセス情報を予備しておいて、当該アクセスに失敗したユー
ザー機器が基地局とアシスタントアクセス情報に基づいてインタラクションさせてアクセ
ス手順を完成させるように配置されている。
【０００７】
　本願の他の一局面によれば、無線通信システムにおけるユーザー機器側の装置を提供し
、所定の配置情報に基づいてランダムアクセス要求を生成してコンテンションベースアク
セス手順を開始し、アクセスに失敗した場合に、基地局からのアシスタントアクセス情報
に基づいて当該基地局とインタラクションしてアクセス手順を完成するように配置されて
いる処理ユニットを含んでいる。
【０００８】
　本願の一局面によれば、無線通信システムにおける基地局側の方法を提供し、ユーザー
機器のランダムアクセス要求に応答して、当該ユーザー機器によって開始されたアクセス
手順がコンテンションベース又は非コンテンションベースランダムアクセス手順であるか
を確定し、コンテンションベースのアクセス手順に対して、アクセスに失敗した可能性の
あるユーザー機器にアシスタントアクセス情報を予備しておいて、当該アクセスに失敗し
たユーザー機器に基地局とアシスタントアクセス情報に基づいてインタラクションさせて
アクセス手順を完成させることを含む。
【０００９】
　本願の他の一局面によれば、無線通信システムにおけるユーザー機器側の方法を提供し
、所定の配置情報に基づいてランダムアクセス要求を生成して、コンテンションベースの
アクセス手順を開始し、アクセスに失敗した場合に、基地局からのアシスタントアクセス
情報に基づいて当該基地局とインタラクションしてアクセス手順を完成することを含む。
【００１０】
　本願の他の一局面によれば、基地局とユーザー機器とが含まれている無線通信システム
をさらに提供し、基地局は上記無線通信システムにおける基地局側の装置を含み、ユーザ
ー機器は上記無線通信システムにおけるユーザー機器側の装置を含む。
【００１１】
　本発明の他の局面によれば、上記無線通信システムにおける基地局側とユーザー機器側
の方法を実現するためのコンピュータプログラムコードとコンピュータプログラム製品、
及びその上に当該無線通信システムにおける基地局側とユーザー機器側の方法を実現する
ためのコンピュータプログラムコードが記録されたコンピュータ読み取り可能な記憶媒体
をさらに提供する。
【００１２】
　本願の実施例において、コンテンションベースのランダムアクセス手順においてアクセ
スに失敗した可能性のあるユーザー機器にアシスタントアクセス情報を予備しておいて当
該ユーザー機器に当該アシスタントアクセス情報を利用させてアクセスを完成させ、ユー
ザー機器のランダムアクセス手順を速めるようになる。
【００１３】
　本開示の上記および他の利点は、以下図面を参照しながら本発明の好適な実施例の詳細
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な記述により、より明らかとなるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
　さらに、本発明の以上、他の利点や特徴を説明するために、以下で図面を参照しながら
本発明の具体的実施形態についてより詳細な説明を行う。前記図面は以下の詳細説明とと
もに本明細書に含まれ且つ本明細書の一部を形成する。同一の機能と構造を有する部品は
同一参照符号で示す。理解すべきことは、これらの図面は本発明の典型例しか記述しない
が、本発明の範囲を限定することと見なさない。図面において、
【図１】本願の一実施例による、無線通信システムにおける基地局側の装置の構成ブロッ
ク図を示している。
【図２】図１における処理ユニットの機能モジュールブロック図の例を示している。
【図３】本願の一実施例による、ランダムアクセス手順のメッセージの流れの例の図を示
している。
【図４】本願の一実施例による、ランダムアクセスに失敗したユーザー機器は予め保留さ
れたランダムアクセスプリアンブルシーケンスを利用して新たにアクセスを開始するメッ
セージの流れの例の図を示している
【図５】論理ルートシーケンス番号と物理ルートシーケンス番号とのリストを示している
。
【図６】専用ＰＲＡＣＨリソースが時間領域に配置された密集な配置の例の図を示してい
る。
【図７】Ｖ２Ｖ応用シーンの一つの概略的な例を示している。
【図８】Ｖ２Ｖアプリケーションにおいて車両が自動に通信を行うシーンの模式図を示し
ている。
【図９】本願の一実施例による、無線通信システムにおけるユーザー機器側の装置の構成
ブロック図を示している。
【図１０】図９における処理ユニットの機能モジュールブロック図の例を示している。
【図１１】本願の一実施例による、無線通信システムにおける基地局側の方法のフローチ
ャートを示している。
【図１２】本願の一実施例による、無線通信システムにおけるユーザー機器側の方法のフ
ローチャートを示している。
【図１３】本開示の技術を応用できるｅＮＢの概略的な配置の第一の例を示しているブロ
ック図である。
【図１４】本開示の技術を応用できるｅＮＢの概略的な配置の第二の例を示しているブロ
ック図。
【図１５】本開示の技術を応用できるスマートフォンの概略的な配置を示しているブロッ
ク図である。
【図１６】本開示内容の技術を応用できるカーナビゲーションデバイスの概略的な構成の
一例を示しているブロック図である
【図１７】本発明の実施例による方法及び／又は装置及び／又はシステムを実現する汎用
コンピュータの概略的な構成のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面に基づいて、本発明の例示的な実施例を記述する。明らか、簡明のために、
明細書において実際の実施形態の全部の特徴を記述しない。但し、理解すべきことは、開
発者の具体的な目標を実現するように、これらの実際の実施例を開発する過程で実施形態
に特定する決定をしなければならず、例えば、システム及び業務に関する制限条件に適い
、且つこれら制限条件は、実施形態が異なるに伴って変わる可能性がある。なお、さらに
、理解すべきことは、開発仕事が複雑で、時間がかかる可能性があるが、本開示されてい
る内容に得意な当業者にとって、このような開発仕事はきまり通り行う任務に過ぎない。
【００１６】
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　ここで、さらに説明する必要がある点は、不必要な内容によって本開示をぼかすことを
避けるために、図面において、本発明の方案に緊密に関する装置構成及び／又は処理ステ
ップのみを示し、本発明に関係がない他の内容を省略した。
【００１７】
　＜第１の実施例＞
　図１に、本願の一実施例による、無線通信システムにおける基地局側の装置１００の構
成ブロック図を示し、図１に示すように、装置１００は、ユーザー機器（ＵＥ）のランダ
ムアクセス要求に応答して、当該ＵＥによって開始されたアクセス手順がコンテンション
ベース（ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　ｂａｓｅｄ）又は非コンテンションベース（ｎｏｎ－ｃ
ｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　ｂａｓｅｄ）のアクセス手順であると確定し、コンテンションベー
スのアクセス手順に対して、アクセスに失敗した可能性があるＵＥにアシスタントアクセ
ス情報を予備しておいて、アクセスに失敗したＵＥに基地局とアシスタントアクセス情報
に基づいてインタラクションさせてアクセス手順を完成させるように配置されている処理
ユニット１０１を含んでいる。
【００１８】
　処理ユニット１０１は、例えば、データ処理能力を有する中央処理装置（ＣＰＵ）、マ
イクロプロセッサ、集積回路モジュールなどであってもよい。なお、装置１００は一つの
処理ユニット１０１を含んでもよいし、複数の処理ユニット１０１を含んでもよい。
【００１９】
　さらに、処理ユニット１０１は、別々の機能ユニットを含んで各種の異なる機能及び／
又は操作を実行することができる。なお、これらの機能ユニットは、物理実体又は論理実
体であってもよく、異なる名称のユニットは同一の物理実体により実現され得る。
【００２０】
　例えば、図２に示すように、処理ユニット１０１は、ＵＥのランダムアクセス要求に応
答して、当該ＵＥによって開始されたアクセス手順がコンテンションベース又は非コンテ
ンションベースランダムアクセス手順であると確定するように配置されている判断ユニッ
ト１００１と、コンテンションベースのアクセス手順に対して、アクセスに失敗した可能
性があるＵＥにアシスタントアクセス情報を予備しておいて、当該アクセスに失敗したＵ
Ｅに基地局とアシスタントアクセス情報に基づいてインタラクションさせてアクセス手順
を完成させる予備ユニット１００２とを含んでいる。図２に示す機能モジュール構造は例
示であり、これに限定されない。
【００２１】
　その中、ＵＥのランダムアクセス要求は、コンテンションベースのアクセス要求と非コ
ンテンションベースのアクセス要求との二つを含み、例えば、コンテンションベースのア
クセス要求と非コンテンションベースのアクセス要求は異なるグループに属するランダム
アクセスプリアンブルシーケンス（以下、プリアンブルシーケンスと略称される）を使用
し、処理ユニット１０１（具体的に、例えば、処理ユニット１０１における判断ユニット
１００１）は、ランダムアクセス要求中のプリアンブルシーケンスがどのグループに属す
るかを判断することで、当該アクセス要求がコンテンションベースであるか、又は非コン
テンションベースであるかを判断してもよい。例えば、基地局は、事前に、コンテンショ
ンアクセスのみに用いられるプリアンブルシーケンスの集合をブロードキャストし、且つ
、処理ユニット１０１は、ランダムアクセス要求中のプリアンブルシーケンスと当該集合
とを比較することでコンテンションベースのランダムアクセス要求であるかどうかを判断
してもよい。また、基地局は、事前にダウンリンクの専用シグナリングによりＵＥに対し
てプリアンブルシーケンスの割当を行ってもよく、なお、割当てられたプリアンブルシー
ケンスは、衝突を回避するために、事前に予め保留されたものであり、ＵＥが当該割当て
られたプリアンブルシーケンスを用いたランダムアクセス要求は非コンテンションである
。
【００２２】
　コンテンションベースのランダムアクセス手順において、二つ又は二つ以上のＵＥが同
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時に同じランダムアクセスプリアンブルシーケンスとＰＲＡＣＨ時間周波数リソースを使
用してランダムアクセスを行う可能性があり、この場合、二つ又は二つ以上のＵＥの送信
したランダムアクセス要求は同じであり、基地局は認識できなく、そして、続いて同じ応
答を送信し、その結果、この二つ又は二つ以上のＵＥは衝突が発生してしまい、少なくと
も一つのＵＥはランダムアクセスに失敗したようにする。従来の技術では、アクセスに失
敗したＵＥは一定の時間をバックオフした後に新たにアクセスを行い、これは、ランダム
アクセスの手順が長くなり、ＵＥが長い時間を待ってからデータ伝送を行うようになる。
【００２３】
　ランダムアクセス手順を速めるために、この実施例の処理ユニットは、アクセスに失敗
したＵＥにアシスタントアクセス情報を予備しておいて、それに基地局と当該アシスタン
トアクセス情報に基づいてインタラクションさせてアクセス手順を完成させる。新たにア
クセスを開始する必要がせず、既に予備しておいたアシスタントアクセス情報を使用して
アクセスを完成するので、アクセスに失敗したＵＥでも、アクセスを速く完成してデータ
伝送を行うことができ、遅れを低減させるようになる。そして、二つ以上のＵＥに衝突が
発生した場合に、二つ又は二つ以上のアクセスに失敗したＵＥがあり、その中の一つのア
クセスに失敗したＵＥ（第１の失敗ＵＥ）において予備しておいたアシスタントアクセス
情報を利用してアクセスを行う際にアシスタントアクセス情報を重複して予備し、他の一
つのアクセスに失敗したＵＥ（第２の失敗ＵＥ）に当該アシスタントアクセス情報を利用
させてアクセスを完成させることができ、第２の失敗ＵＥはまだアクセスが成功しないと
、伝統の方式に従って新たにアクセスを開始する。また、これはＵＥのランダムアクセス
が成功する確率を高める。
【００２４】
　アシスタントアクセス情報は、例えば、ＵＥがランダムアクセス要求を新たに送信する
必要なく前の失敗したアクセス手順を継続するような情報である。一つの例において、ア
シスタントアクセス情報は、予め保留されたアクセス識別子情報と、アクセスに失敗した
ＵＥの後続のアップリンク伝送のためのアップリンクリソースグラント指示と、予め保留
されたランダムアクセスプリアンブルシーケンスとの少なくとも一つを含んでいる。
【００２５】
　例えば、一般に、基地局はアクセスを要求するＵＥにアクセス識別子情報を割り当てて
（又は算出）、後続のインタラクションに用いられる。ところが、衝突が発生した場合に
、一つのＵＥのみは当該アクセス識別子情報を使用して、ランダムアクセスに成功するこ
とができる。アシスタントアクセス情報には予め保留されたアクセス識別子情報を含んで
、アクセスに失敗したＵＥに当該情報を利用させて後続のインタラクションを行わせるこ
とが可能である。例えば、ＬＴＥシステムにおいて、当該予め保留されたアクセス識別子
情報は、予め保留された一時セル無線ネットワーク一時識別子（ＲＴＣ－ＲＮＴＩ）であ
ってもよく、アクセスに失敗したＵＥは当該ＲＴＣ－ＲＮＴＩを使用してアップリンクデ
ータにスクランブルをかけることで、続いてアップリンクデータを送信し、基地局は予め
保留されたアップリンクリソースの上でモニタリングし相応するＲＴＣ－ＲＮＴＩに応じ
てデスクランブルを行い、即ち、前回のアクセスに失敗したＵＥへの快速アクセスを実現
することができる。
【００２６】
　上記アシスタントアクセス情報は、アクセスを要求するＵＥに対する応答に含まれても
よい。全てのアクセスを要求するＵＥは、ともに、基地局の応答をモニタリングし、この
ようにすれば、最終的にアクセスに成功しないＵＥは今回のランダムアクセス活動で他の
アシスタントアクセス情報を得るようにし、次の操作に寄与する。
【００２７】
　相応するように、処理ユニット１０１（具体的に、例えば、処理ユニット１０１におけ
る予備ユニット１００２）は、アシスタントアクセス情報を含むコンテンション解決メッ
セージ及び／又はランダムアクセス応答（ＲＡＲ）メッセージを生成するように配置され
てもよい。具体的に、アシスタントアクセス情報ついては、全部でコンテンション解決メ
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ッセージに含まれ、全部でＲＡＲに含まれ、又は一部がコンテンション解決メッセージに
含まれて残ったものがＲＡＲに含まれてもよい。ＬＴＥシステムにおいて、処理ユニット
１０１は、アシスタントアクセス情報をＭｓｇ．２及び／又はＭｓｇ．４に含んでもよい
。例えば、Ｍｓｇ．４には最終的にアクセスに成功したＵＥのＩＤがさらに含まれ、ＵＥ
は、Ｍｓｇ．４を受信した後に、自体のＩＤと当該ＩＤとを比較し、異なると、アクセス
に失敗したと判断し、次に、上記アシスタントアクセス情報を使用して基地局と継続して
インタラクションする。アシスタントアクセス情報をＭｓｇ．４に含んでいる際に、アク
セスに成功したＵＥは、当該アシスタントアクセス情報を復号する必要がないので、その
処理負荷を低減させるようになる。この手順で、ＵＥは、例えば、受信したアシスタント
アクセス情報をバッファメモリに記憶し、アクセスに失敗した場合にアシスタントアクセ
ス情報を読み取って利用して後続のアクセスを行い。アクセスが成功した場合にこの部分
のバッファをクリアする。
【００２８】
　なお、装置１００は基地局として作動してもよく、図１中の破線枠で示すように、装置
１００は、ＵＥからのランダムアクセス要求を受信し、ＵＥへランダムアクセス応答を送
信し、ランダムアクセス応答に基づくアップリンクデータを受信し、コンテンション解決
メッセージを送信するように配置されている送受信ユニット１０２をさらに含んでいる。
【００２９】
　図３に、本願の一実施例による、ランダムアクセス手順のメッセージの流れの例の図を
示し、なお、二つのＵＥは同じプリアンブルシーケンスとＰＲＡＣＨ時間周波数リソース
とを使用して同時にｅＮＢへ第１のメッセージ、例えばランダムアクセス要求を送信し、
この際にランダムアクセスの衝突が発生し、送受信ユニット１０２はランダムアクセス要
求を受信した後に、この二つのＵＥへ第２のメッセージ、例えばランダムアクセス応答（
ＲＡＲ）をそれぞれ送信し、当該ＲＡＲには、例えば、時間繰上げ量ＴＡ、ＴＣ－ＲＮＴ
Ｉ、第３のメッセージに用いられるアップリンクリソースグラント指示などを含み、ＵＥ
は、受信した当該ＲＡＲに基づいて第３のメッセージを送信し、その中、第３のメッセー
ジは、ＲＲＣ接続要求であってもよく、幾つかの制御メッセージ又はサービスデータパケ
ットであってもよく、且つＵＥの識別子情報を含む。次に、送受信ユニット１０２は、Ｕ
Ｅへ第４のメッセージ、例えばコンテンション解決メッセージを送信する。上記のように
、アクセスに失敗したＵＥに用いられるアシスタントアクセス情報は、第２のメッセージ
及び／又は第４のメッセージに含まれてもよい。
【００３０】
　一つの例として、上記ランダムアクセス手順は、ＵＥをＲＲＣ＿ＩＤＬＥからＲＲＣ＿
ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態に遷移させるために用いられるものであり、この場合、第３のメ
ッセージはＲＲＣ接続要求であり、第４のメッセージはＲＲＣ接続確立コマンドであり、
アクセスに成功したＵＥの識別子情報を含んでいる。
【００３１】
　図３に示すように、送受信ユニット１０２は、さらに、コンテンション解決メッセージ
を送信した後にアクセスに失敗したユーザー機器が予め保留された前記アクセス識別子と
、アップリンクリソースグラントとを使用して送信した、アクセスに失敗したユーザー機
器の一意識別子が含まれているアップリンクデータをモニタリングするように配置されて
もよい。図３において、当該アップリンクデータは第５のメッセージとして示されている
。第３のメッセージと類似して、当該第５のメッセージはＲＲＣ接続要求であってもよく
、幾つかの制御メッセージ又はサービスデータパケットであってもよく、且つアクセスに
失敗したＵＥの一意識別子を含む。例えば、ＵＥが初回にアクセスする際に第５のメッセ
ージはＲＲＣ接続確立要求であってもよく、ＮＡＳ　ＵＥ識別子を含み、ＲＲＣ接続再確
立の際に、第５のメッセージはＲＲＣ接続際確立要求であってもよく、Ｃ－ＲＮＴＩを含
み、なお、ＮＡＳ　ＵＥ識別子とＣ－ＲＮＴＩはともにＵＥの一意識別子である。
【００３２】
　また、送受信ユニット１０２は、さらに、アクセスに失敗したユーザー機器の一意識別
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子により、補正された時間繰上げ量が含まれているＲＲＣ接続確立コマンド（図３中に第
６のメッセージとして示されている）を送信するように配置されていてもよい。これは、
前に例えば第２のメッセージにおいて提供したＴＡが当該アクセスに失敗したＵＥに対し
て算出するものではないので、例えば基地局が第５のメッセージを受信したが二つのＵＥ
の位置及び／又は二つのＵＥと基地局との距離が大きく異なる場合に調整を行う必要があ
る可能性があり、後続のデータ伝送が正確に行われるようにする。ＴＡの算出は、先行の
任意の方法を採用して行うことができるので、ここで重複しない。なお、ＲＲＣ接続確立
コマンドには、アクセスに失敗したＵＥの一意識別子を含んで、アクセスに失敗したＵＥ
はその第二回のアクセスに成功することを確定するようにする。
【００３３】
　但し、第２のメッセージで提供されるＴＡは、当該アクセスに失敗したＵＥに対して算
出するものではないので、アクセスに失敗したＵＥは当該ＴＡに応じて送信した第５のメ
ッセージについて、基地局は受信できない場合がある。本発明のさらに一例において、こ
の場合、ＵＥは第５のメッセージを送信した後に、タイマーＴがセットされ、タイマーが
タイムアウトした後に第６のメッセージを受信しなければ、第４のメッセージ中の予め保
留されたランダムアクセスプリアンブルシーケンスを利用してランダムアクセス要求（即
ち、第１のメッセージ）を送信する。言い換えれば、アクセスに失敗したＵＥは、予め保
留されたプリアンブルシーケンスによりランダムアクセスを新たに開始し、相関する情報
の流れについては、図４に概略的に示す。なお、送受信ユニット１０２は、当該ランダム
アクセス要求を受信した後、当該ＵＥに対して算出したＴＡと、後続のアップリンク伝送
のための新しく免許されたアップリンクリソース指示とが含まれているランダムアクセス
応答（即ち、第２のメッセージ）を送信し、次に、アクセスに失敗したＵＥは再算出され
たＴＡに応じて予め保留されたアクセス識別子情報と上記新しく免許されたアップリンク
リソースとを使用して送信したアップリンクデータ（即ち、第３のメッセージ）、例えば
ＲＲＣ接続要求を受信する。その後、ｅＮＢは、第４のメッセージ例えばＲＲＣ接続確立
コマンドを発信する。当該ランダムアクセス手順で使用されるプリアンブルシーケンスは
予め保留されたものであるので、他のＵＥと衝突することがなく、当該ランダムアクセス
手順は、実際に非コンテンションのアクセス手順である。
【００３４】
　上記した基地局はＬＴＥ通信システムにおけるｅＮＢとして実現されてもよく、他のタ
イプの基地局であってもよい。一例において、ＵＥがアクセスを要求するものはアンライ
センス周波数帯域で作動しているセルである。アンライセンス伝送リソースは、例えば各
国の法律でセルラーシステムに指定されない伝送リソースであり、例えばセルラーシステ
ム以外の通信システムに割当てられた伝送リソース、例えばＷｉＦｉシステムが作動する
２．４ＧＨｚ又は５ＧＨｚ作動周波数帯域、又はテレビ放送システムが作動する伝送周波
数帯域などのリソースである。現在の３ＧＰＰ標準は、ＬＴＥシステムにアンライセンス
伝送リソースを応用することについて検討している。一般の仕方は、アンライセンス周波
数帯域を利用する前に相応する周波数帯域が空きであるかどうかを検出し、空きであると
確認した場合に、一定の占用時間長さ制限条件で利用する。言い換えれば、使用の公平性
を確保するために、アンライセンス周波数帯域の使用については、一般に時間制限がある
ので、アクセスが早いほど、当該周波数帯域の使用効率が高くなることを意味する。当該
例において、本願による上記装置１００は、ランダムアクセス手順を効果的に速めること
ができ、アンライセンス周波数帯域の使用効率を向上させる。
【００３５】
　以上のように、当該実施例による装置１００は、アクセスに失敗したＵＥにアシスタン
トアクセス情報を提供することで、それがアクセス要求を新たに開始することを回避し、
アシスタントアクセス情報により予め保留された情報／リソースを使用してアクセスを完
成し、そのランダムアクセス手順を速め、遅れを低減させるようになる。
【００３６】
　＜第二の実施例＞
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　第一の実施例において、全てのＵＥに対してアシスタントアクセス情報を予備しておい
て、即ち、全てのＵＥは、衝突が発生した場合に、アシスタントアクセス情報に基づく加
速アクセス処理を利用するが、一部のＵＥに対してアシスタントアクセス情報を予備して
おいて、即ち、一部のＵＥのランダムアクセス手順を速めてもよい。
【００３７】
　例えば、無線通信システムは、高優先度ＵＥ及び低優先度ＵＥを含み、なお、処理ユニ
ット１０１は、ランダムアクセス要求を発信するＵＥが高優先度ＵＥであると確定した場
合に、アクセスに失敗したＵＥにアシスタントアクセス情報を予備しておくように配置さ
れている。図２に示す機能モジュールブロック図を参照して、例えば、判断ユニット１０
０１は、ランダムアクセス要求を発信したＵＥが高優先度ＵＥであるかどうかを判断し、
高優先度ＵＥであると判断した場合に、予備ユニット１００２は、アクセスに失敗したＵ
Ｅにアシスタントアクセス情報を予備しておく。言い換えれば、高優先度ＵＥの間に衝突
が発生した場合だけに、アシスタントアクセス情報を予備しておいて高優先度ＵＥのラン
ダムアクセス手順を速める。もちろん、さらに、全てのＵＥに対してアシスタントアクセ
ス情報を予備しておくように配置されてもよいが、ＵＥはアシスタントアクセス情報を受
信した後に自体のサービスのタイプを判断し、自体が高優先度ＵＥである場合だけに当該
アシスタントアクセス情報を使用してアクセスを行う。
【００３８】
　一例において、処理ユニット１０１は、さらに、低優先度ＵＥに第１の所定のバックオ
フ時間を設置し、当該低優先度ＵＥはアクセスに失敗した際に第１の所定のバックオフ時
間の間、バックオフした後にランダムアクセス要求を再度送信するようにし、及び／又は
高優先度ＵＥに対して第２の所定のバックオフ時間を設置して、当該高優先度ＵＥはアク
セスに失敗した際に、第２の所定のバックオフ時間の間、バックオフした後にランダムア
クセス要求を再度送信するようにするように配置され、第１の所定のバックオフ時間は長
く、第２の所定のバックオフ時間は短い。図２に示す機能モジュールブロック図を参照し
て、例えば、予備ユニット１００２により上記第１の所定のバックオフ時間と第２の所定
のバックオフ時間との設置を行う。
【００３９】
　従来の技術では、ＵＥはアクセスに失敗した後に、０－ＢＩ（ｂａｃｋｏｆｆ　ｉｎｄ
ｉｃａｔｏｒ）値から一つの値を選択してバックオフ時間とし、ＢＩの値は、セルの負荷
に応じて設置される。この実施例において、例えば高優先度ＵＥと低優先度ＵＥとに異な
る範囲からランダム選択を行わせてもよい。例えば、高優先度ＵＥは０－ＢＩ１から選択
し、低優先度ＵＥは０－ＢＩ２から選択し、なお、ＢＩ１＜ＢＩ２となる。また、低優先
度ＵＥは、例えば、ＢＩ１－ＢＩ２から選択してもよい。もちろん、高優先度ＵＥのみに
短いバックオフ時間を設置し、低優先度ＵＥについて従来の設置を踏襲してもよい。
【００４０】
　高優先度ユーザー機器に短いバックオフ時間を設置することにより、高優先度ＵＥのア
クセス速度と成功率を高めることができ、そのデータ伝送のリアルタイム性を改善するよ
うになる。当該例が応用できるシーンは、以上で記載されたアシスタントアクセス情報に
基づくアクセスに限定せず、いずれかの優先度設定を有するＵＥのランダムアクセスに応
用することが可能であると理解すべきである。
【００４１】
　一例において、処理ユニット１０１は（具体的に、例えば処理ユニット１０１における
判断ユニット１００１）は、ランダムアクセス要求中のランダムアクセスプリアンブルシ
ーケンス、ランダムアクセス要求中の、高優先度ＵＥであるかどうかを指示するための情
報ビットと、ランダムアクセスプリアンブルシーケンスが位置する時間周波数リソースと
の少なくとも一つに応じてランダムアクセスを行う相応するＵＥが高優先度ＵＥであるか
どうかを確定するように配置されている。
【００４２】
　例えば、高優先度ＵＥと低優先度ＵＥとに異なるランダムアクセスプリアンブルシーケ
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ンスを割当てて、処理ユニット１０１はランダムアクセス要求中のプリアンブルシーケン
スに応じて当該ランダムアクセス要求が高優先度ＵＥからのものであるか、低優先度ＵＥ
からのものであるかを確定するようにしてもよい。
【００４３】
　具体的に、処理ユニット１０１は、ランダムアクセス要求中のランダムアクセスプリア
ンブルシーケンスが特定のグループに属すると確定した場合に、相応するＵＥが高優先度
ＵＥであると確定する。この場合、事前に、高優先度ＵＥに用いられる新しいプリアンブ
ルシーケンスグループを定義しておく。
【００４４】
　現在の標準にＡグループとＢグループとを定義し、新しいプリアンブルシーケンスグル
ープを定義する必要があると、ＲＡＣＨ配置に新しいプリアンブルシーケンスグループの
相関情報を増加する必要があり、ＲＡＣＨ配置情報は例えばＳＩＢ２に含まれる。一例と
して、基地局がＲＡＣＨ－ＣｏｎｆｉｇＣｏｍｍｏｎ情報要素（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
　Ｅｌｅｍｅｎｔ）を生成した際に、その中に新しいプリアンブルシーケンスグループの
配置情報を含み、例えば新しいプリアンブルシーケンスグループに含まれているプリアン
ブルシーケンス、送信電力などの情報を挙げてもよい。実際の応用において、基地局は、
ＲＡＣＨ配置情報、例えばＲＡＣＨ－ＣｏｎｆｉｇＣｏｍｍｏｎ情報要素をシステム情報
メッセージ例えばＳＩＢ２に含んで、ブロードキャストシグナリング又は専用シグナリン
グによりそれをＵＥに送信して、ＵＥがランダムアクセスを行う際に使用されてもよい。
対応するように、ＵＥは、システム情報メッセージ中のＲＡＣＨ配置情報を解析すること
により、高優先度ＵＥとしてランダムアクセスを行う際に使用可能なプリアンブルシーケ
ンスの選択可能な範囲などの情報を知る。
【００４５】
　また、基地局は、高優先度ＵＥと低優先度ＵＥとに異なるルートシーケンス値を使用さ
せることで、高優先度ＵＥと低優先度ＵＥとが使用する異なるプリアンブルシーケンスの
範囲を確定することができる。例えば、図５に示す物理ルートシーケンス番号ｕから一部
を選択して高優先度ＵＥに使用し、残ったものを低優先度ＵＥに使用する。具体的に、シ
ステム情報において高優先度ＵＥと低優先度ＵＥとにそれぞれ使用するシーケンス番号を
標識してもよい。ＵＥは、自体の優先度に応じて相応するシーケンス番号を選択してプリ
アンブルシーケンスを生成してもよい。処理ユニット１０１は、当該プリアンブルシーケ
ンスに応じてＵＥの優先度を判断することが可能である。
【００４６】
　又は、基地局は、高優先度ＵＥと低優先度ＵＥとに同じルートシーケンスを使用させる
が、異なるサイクリングシフトを使用して区別してもよい。例えば、基地局は、システム
情報又は高レベルシグナリングにより、ＵＥに、高優先度ＵＥと低優先度ＵＥとに用いら
れるサイクリングシフトが何の値であるかを通知してもよい。
【００４７】
　上記のように、基地局は、異なる優先度のＵＥが使用するプリアンブルシーケンスを区
別せず、プリアンブルシーケンスを送信する過程で区別してもよい。
【００４８】
　一例において、プリアンブルシーケンスを送信し、同時に高優先度ＵＥであるかどうか
を指示するための情報ビット、例えば１ビットの識別子を増加してもよい。当該情報は従
来の保護間隔を占用し、その後、ＰＲＡＣＨにマッピングして伝送してもよい。
【００４９】
　また、処理ユニット１０１は、さらに、ランダムアクセスプリアンブルシーケンスが位
置する時間周波数リソースに応じて相応するＵＥのランダムアクセス無線ネットワーク一
時識別子（ＲＡ－ＲＮＴＩ）を算出し、当該ＲＡ－ＲＮＴＩに応じて相応するＵＥが高優
先度ＵＥであるかどうかを確定するように配置されてもよい。この場合、例えば、高優先
度ＵＥに専用のＰＲＡＣＨリソースを割り当て、ＲＡ－ＲＮＴＩがＰＲＡＣＨリソースに
対応するので、高優先度ＵＥが特定のＲＡ－ＲＮＴＩを有することに相当し、処理ユニッ
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ト１０１は、これに応じて当該ＵＥが高優先度ＵＥであるかどうかを判断することが可能
である。当該専用のＰＲＡＣＨリソースは、高レベルシグナリング配置ｐｒａｃｈ－ｃｏ
ｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎＩｎｄｅｘが割り当ててもよい。
【００５０】
　ＰＲＡＣＨ時間領域リソースが少なすぎるとＵＥがプリアンブルシーケンスを伝送する
のに待ち時間が増加してしまうので、専用のＰＲＡＣＨリソースを時間領域で密集に配置
してもよい。異なるプリアンブル信号フォーマット（０～３）のプリアンブル信号が占用
する時間領域の長さが異なるので、それが採用できる最密集配置については、図６に示す
。なお、図６に示すものは遅れを最適化するのに採用する最密集な時間領域配置であり、
これに限定せず、実際の応用においてオーバーヘッドなどの要素を考慮して他の配置方式
を採用してもよい。
【００５１】
　以上のように、高優先度ＵＥのみにアシスタントアクセス情報を予備しておき、言い換
えれば、図３中で衝突が発生したＵＥが高優先度ＵＥである場合だけに図３に示すアシス
タントアクセス情報に基づくメッセージの流れを実行する。
【００５２】
　また、高優先度ＵＥのランダムアクセスを速めるために、送受信ユニット１０２は、低
優先度ＵＥと高優先度ＵＥとが含まれている複数のＵＥのランダムアクセス要求を受信し
た場合に（衝突せず一つずつ応答を行う必要がある）、高優先度ＵＥに対するランダムア
クセス応答を優先して送信するように配置されてもよい。
【００５３】
　高優先度ＵＥの一例として、上記ＵＥはＶ２Ｘユーザー機器である。３ＧＰＰ（第３世
代移動体通信システムの標準化プロジェクト）標準に係る近接サービス（Ｐｒｏｘｉｍｉ
ｔｙ－ｂａｓｅｄ　ｓｅｒｖｉｃｅ，ＰｒｏＳｅ）直接通信とは、ＵＥが直接に相互に通
信を行うことができるモード（ＬＴＥ通信プロトコル及び相応伝送リソースに準じる）を
指し、ＰｒｏＳｅ直接通信は、例えば、車両と相関実体との間に行われる通信（Ｖ２Ｘ通
信）を含んでもよく、それは、例えば車車間通信（Ｖ２Ｖ）、路車間通信（Ｖ２Ｉ）、歩
車間通信（Ｖ２Ｐ）の通信などを含んでもよく、Ｖ２Ｘ通信中の通信両方（例えば、車両
）はＶ２Ｘユーザー機器と称する。
【００５４】
　図７は、Ｖ２Ｖ応用シーンの概略的な例を示し、その中、車両Ａは、その周囲の車両例
えば車両Ｂのセキュリティメッセージをブロードキャストする必要がある。ＵＥとしての
車両Ａはリソースを取得して伝送する方式については、主に、１）基地局がＵＥにリソー
スを割り当てること、２）ＵＥがリソースプールにおいてリソースを自動に選択すること
の二種類を含む。第１の方式では、ＵＥは、まず、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態に入
って要求し基地局がそれに割り当てたリソースを取得する必要があり、データ伝送を行う
。第２の方式において，ＵＥはＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態に入ることを要せず、リ
ソースを自動に選択するとデータ伝送を行う。Ｖ２Ｘセキュリティタイプサービスは高い
遅れと信頼性を要求することに鑑み、好ましくは、第１の方式を選択する。本願のアシス
タントアクセス情報を使用するランダムアクセスは、ランダムアクセス手順を短縮し、ア
クセスが成功する確率を高めることができ、従って、Ｖ２Ｘセキュリティタイプサービス
に効果的に応用することができる。
【００５５】
　ユーザー機器Ｖ２Ｘユーザー機器である場合に、上記第３のメッセージと第５のメッセ
ージ中のアップリンクデータにはユーザー機器の位置情報（地理位置）がさらに含まれて
もよい。
【００５６】
　処理ユニット１０１（例えば、処理ユニット１０１における判断ユニット１００１）は
、ＲＲＣ接続中であるＵＥの位置情報に応じて、前記安全情報ブロードキャストを受信す
る必要のあるＵＥを選択するように配置されてもよく、且つ送受信ユニット１０２は、Ｒ
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ＲＣシグナリングにより、選択されたＵＥに当該前記安全情報ブロードキャストのリソー
ス位置（時間周波数リソース位置）を通知してもよい。
【００５７】
　例えば、図７を参照して、車両Ａは基地局へランダムアクセス要求を発信し、アクセス
が成功し、又はアシスタントアクセス情報によりアクセスが成功し、同時に、第３のメッ
セージにおいて自体の位置情報を基地局へ報告する。処理ユニット１０１は、当該位置情
報に応じてその周囲の一定の範囲内の車両を車両Ａが提供する前記安全情報ブロードキャ
ストを受信する必要のあるＵＥとして確定し、そして、送受信ユニット１０２は、ＲＲＣ
シグナリングにより選択された車両に、車両Ａが提供する前記安全情報ブロードキャスト
のリソース位置を通知する。これらの車両は、続いて当該リソース位置に応じて相応する
前記安全情報ブロードキャストを取得してもよい。これによって、ランダムアクセス手順
において基地局は車両Ａの位置を取得してもよく（後続のインタラクションを要しない）
、これにより、その通信対象をできるだけ早くアシストして確定することで、実際のＶ２
Ｖの通信確立遅れを節約するようになる。
【００５８】
　また、基地局は、システム情報をブロードキャストすることにより、前記安全情報ブロ
ードキャストを受信する必要のあるＵＥを通知してもよく、システム情報には前記安全情
報ブロードキャストを行うＵＥ（例えば車両Ａ）の位置情報と、それがブロードキャスト
するセキュリティ情報のリソース位置とが含まれている。この場合、ＲＲＣ＿ＩＤＬＥ状
態にあるＵＥでも、これらの情報を受信することもでき、ブロードキャストＵＥの位置情
報と、自体の位置情報とに応じて両方の間の距離を算出し、当該距離に応じて、当該前記
安全情報ブロードキャストを受信する必要があるかどうかを判断し、例えば当該距離があ
る閾値よりも小さい場合だけ、受信する必要がある。もちろん、上記した二つの方式を組
み合わせて使用してもよい。
【００５９】
　従来のＬＴＥシステムにおいて、ＵＥはランダムアクセスを完成した後に基地局へスケ
ジューリング要求（ＳＲ）を送信し、ＳＲにより基地局にデータを伝送する需要があるか
どうかを報告する。基地局はＳＲを受信した後に、ＵＥに幾つかのアップリンクリソース
を割り当てるかは、基地局の実現に依存し、一般的な仕方は、少なくとも、ＵＥがバッフ
ァ状態報告（ＢＳＲ）を送信するのに十分なリソースを割り当てる。ＵＥは、続いてＢＳ
Ｒにより基地局が伝送しようとするデータ量のサイズを報告する。最終的に、基地局はＵ
Ｅに十分なアップリンクリソースを割り当てる。
【００６０】
　Ｖ２Ｘセキュリティサービスは当該方式を採用すると、前記安全情報ブロードキャスト
の前のリソース要求過程は、大きい遅れをきたす可能性がある。Ｖ２Ｘサービスの特別性
によって、ブロードキャストのセキュリティ情報のデータ量は、一般、小さく、且つサイ
ズが固定であるので、ＵＥがＶ２Ｘユーザー機器である場合に、ＲＲＣ接続確立コマンド
には前記安全情報ブロードキャストのためのアップリンクリソーススケジューリングがさ
らに含まれてもよい。このように、Ｖ２Ｘ前記安全情報ブロードキャストの遅れを低減さ
せることができる。
【００６１】
　Ｖ２Ｘセキュリティタイプサービスについて、車両がネットワークカバー範囲内にある
場合に、一般に、上記第１の方式のリソース取得方式を採用して、その通信の信頼性の要
求確保するようにする。代わりの方式として、車両がネットワークカバー範囲内又はネッ
トワークカバー範囲以外にある場合も、第２の方式のリソース取得方式を採用してもよい
。図８に示すように、車両は自動に通信を行い、基地局による制御を要しない。デバイス
はリソースプールにおいてリソースを自動に選択してデータ伝送を行うので、第２の方式
のリソース取得方式は、通信の遅れの低減に有利であるが、セキュリティタイプサービス
の信頼性の需要を確保し難い。
【００６２】
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　従って、第２の方式において、以下の通信の信頼性の最適化を行うことが可能であり、
セキュリティタイプサービスのリソース衝突確率を低減することは肝心となる。
【００６３】
　当該リソースプールは、リソース占用ブロードキャストに用いられる一つの共用スペク
トルリソース、データ伝送のための一つの利用可能なリソース集合を含み、利用可能なリ
ソース集合は同じ又は異なるサイズのリソースブロックに分割され、番号を付ける。ＵＥ
例えば車両はセキュリティ情報をブロードキャストする必要がある場合に、そのリソース
取得の流れは以下通りである：
　１）ＵＥがそのデータ伝送需要に応じてリソースプールからデータ伝送リソースブロッ
クを選択する。
　２）ＵＥが共用スペクトルリソースでそのリソース占用報告情報をブロードキャストし
、当該情報は少なくともそのＵＥ識別子及び占用したリソースブロック番号を含んでいる
。
　３）全てのＵＥは共用スペクトルリソースでのリソースがブロードキャストを占用する
ことを継続してモニタリングする。他のＵＥが共用スペクトルリソースでブロードキャス
トしたリソース占用報告情報を受信した後に、それが当該リソースを使用していると、又
は、一定の時間の前に他のＵＥからの当該リソースに対するリソース占用報告情報を受信
すると、又は他のＵＥからの当該リソースで伝送する情報を受信すると、共用スペクトル
リソースで占用拒否情報をブロードキャストし、当該情報は少なくとも占用されたリソー
スブロック番号を含んでいる。
　４）ＵＥがそのリソース占用報告情報をブロードキャストした後に一定の時間範囲内に
共用スペクトルリソースで他のＵＥからの占用拒否情報が存在するかどうかをモニタリン
グする。存在すると、リソースを新たに選択して上記操作を繰り返し、存在しないと選択
したリソースを選択して前記安全情報ブロードキャストを行う。
　５）他のＵＥは、同様に、他のＵＥからの占用拒否情報が存在するかどうかをモニタリ
ングする。存在すると、一定の時間範囲内に、上記他のＵＥが前記安全情報ブロードキャ
ストを要すると、占用拒否情報で報告するリソースブロックを選択することを回避し、存
在しないと、相応するリソースブロックに前記安全情報ブロードキャストをモニタリング
する。
【００６４】
　また、基地局のカバー範囲内に、ＵＥは、基地局からのシステム情報ブロードキャスト
を受信することもできる。従って、基地局はセキュリティタイプサービスのために配置し
たリソースプールを周期的に更新することが可能である。以上、図８を参照して記述した
通信の信頼性の最適化方式は、本願の、アシスタントアクセス情報に基づくランダムアク
セスと独立して存在し、適当な場面に独立して応用する。
【００６５】
　高優先度ＵＥとして他の一例として、ＵＥは、アンライセンス周波数帯域セルにアクセ
スすることを要求するＵＥであり、ランダムアクセス応答及び／又はコンテンション解決
メッセージには、限定された、アンライセンス周波数帯域での伝送時間長さの情報と、当
該初期伝送をスケジューリングするためのアップリンクリソースを指定する情報との少な
くとも一つが含まれ、なお、当該初期伝送をスケジューリングするためのアップリンクリ
ソースはプライマリセルのリソース又はアンライセンス周波数帯域セルのリソースである
。
【００６６】
　例えば、当該ＵＥがＬＡＡ（Ｌｉｃｅｎｓｅ　Ａｓｓｉｓｔｅｄ　Ａｃｃｅｓｓ）ユー
ザーである場合に、第３のメッセージは初期伝送をスケジューリングするものであり、第
２のメッセージ（即ち、ランダムアクセス応答）において初期伝送をスケジューリングす
るためのアップリンクリソースの情報を指定してもよく、当該アップリンクリソースはプ
ライマリセルのリソースであってもよく、アンライセンス周波数帯域セルのリソースであ
ってもよく、ランダムアクセス応答中の指示に依存する。代わり／付加的に、コンテンシ
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ョン解決メッセージには、アンライセンス周波数帯域での伝送時間長さの限定がさらに含
まれてもよく、これにより、ＵＥはアップリンクスケジューリング要求の送信を便宜的に
行う。
【００６７】
　アクセスしようとするものは独立して存在するアンライセンス周波数帯域セルである場
合に、全てのＵＥは同じ優先度を有してもよく、同様にコンテンションが存在する。以上
で記述された、アシスタントアクセス情報に基づく加速アクセスについても同様に適用す
る。
【００６８】
　以上で高低優先度ＵＥの確定の例及び具体的応用シーンが記述されたが、本願はこれに
限定せず、他の確定形態を採用して、他の適当なシーンに適用することも可能である。
【００６９】
　＜第三の実施例＞
　図９に、本願の一実施例による、無線通信のためのユーザー機器側の装置２００の構成
ブロック図を示し、装置２００は、所定の配置情報に基づいてランダムアクセス要求を生
成してコンテンションベースのアクセス手順を開始し、アクセスに失敗した場合に、基地
局からのアシスタントアクセス情報に基づいて当該基地局とインタラクションしてアクセ
ス手順を完成するように配置されている処理ユニット２０１を含んでいる。
【００７０】
　類似して、処理ユニット２０１は、例えば、データ処理能力を有する中央処理装置（Ｃ
ＰＵ）、マイクロプロセッサ、集積回路モジュールなどであってもよい。なお、装置２０
０は一つの処理ユニット２０１を含んでもよいし、複数の処理ユニット２０１を含んでも
よい。
【００７１】
　さらに、処理ユニット２０１、別々の機能ユニットを含んで各種の異なる機能及び／又
は操作を実行することができる。なお、これらの機能ユニットは、物理実体又は論理実体
であってもよく、異なる名称のユニットは同一の物理実体により実現され得る。
【００７２】
　例えば、図１０に示すように、処理ユニット２０１は、所定の配置情報に基づいてラン
ダムアクセス要求を生成してコンテンションベースのアクセス手順を開始するように配置
されているアクセス開始ユニット２００１と、アクセスに失敗した場合に、基地局からの
アシスタントアクセス情報に基づいて当該基地局とインタラクションしてアクセス手順を
完成するように配置されているインタラクションユニット２００２とを含んでいる。
【００７３】
　上記のように、処理ユニット２０１は利用可能なランダムアクセスプリアンブルシーケ
ンスと、ＰＲＡＣＨリソースとに基づいてランダムアクセス要求を生成し、他のＵＥと衝
突が発生し且つアクセスに失敗した場合に、受信したアシスタントアクセス情報に基づい
て基地局と継続してインタラクションしてアクセスを完成してもよい。
【００７４】
　なお、類似して、アシスタントアクセス情報は、予め保留されたアクセス識別子情報と
、アクセスに失敗したユーザー機器の後続のアップリンク伝送のためのアップリンクリソ
ースグラント指示と、予め保留されたランダムアクセスプリアンブルシーケンスとの少な
くとも一つを含んでもよい。
【００７５】
　一例において、アシスタントアクセス情報は、最終的にアクセスに成功したユーザー機
器に対する応答に含まれている。
【００７６】
　ＬＴＥシステムにおけるＲＲＣ接続確立を例として、ＵＥはｅＮＢへランダムアクセス
要求を送信し、ｅＮＢは、当該要求に応答してランダムアクセス応答を送信し、その中に
ＴＡ、ＵＥに割当てられたＴＣ－ＲＮＴＩ及びＭｓｇ．３に用いられるアップリンクリソ
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ースグラント指示が含まれ、ＵＥは、当該ランダムアクセス応答に基づいてＭｓｇ．３を
送信し、その中にＵＥの一意識別子が含まれ、ｅＮＢはＭｓｇ．３を受信した後にＭｓｇ
．４を送信し、その中にコンテンションが成功したＵＥの識別子が含まれている。二つ又
は二つ以上のＵＥが同じプリアンブルシーケンスとＰＲＡＣＨ時間周波数リソースを使用
してアクセスして衝突が発生した場合に、ｅＮＢは、アシスタントアクセス情報をコンテ
ンション解決メッセージ及び／又はランダムアクセス応答メッセージに含んで、アクセス
に失敗した可能性があるＵＥに用いられてもよい。対応するように、処理ユニット２０１
（具体的に、例えば、処理ユニット２０１におけるインタラクションユニット２００２）
は、ランダムアクセス要求に対するコンテンション解決メッセージ及び／又はランダムア
クセス応答メッセージを解析してアシスタントアクセス情報を確定するように配置されて
もよい。
【００７７】
　また、図９中の破線枠に示すように、装置２００は、基地局へランダムアクセス要求を
送信し、基地局からのランダムアクセス応答を受信し、ランダムアクセス応答に基づいて
基地局へアップリンクデータを送信し、コンテンション解決メッセージを受信するように
配置されている送受信ユニット２０２をさらに含んでいる。なお、図３中のメッセージの
流れについては、ここで依然として適用できるが、装置２００がＵＥの中に位置し、簡明
のために、第一と第二の実施例における関連する細部について、本実施例で重複しない。
【００７８】
　処理ユニット２０１はコンテンション解決メッセージに基づいてＵＥのアクセスに失敗
したと確定した場合に、送受信ユニット２０２は、さらに、予め保留されたアクセス識別
子とアップリンクリソースグラントとを使用して基地局へ、ユーザー機器の一意識別子が
含まれているアップリンクデータを送信するように配置されている。
【００７９】
　基地局による当該アップリンクデータ（即ち、図３中の第５のメッセージ）の受信が成
功したと、ＵＥへその一意識別子が含まれている第６のメッセージ、例えば、ＲＲＣ確立
コマンドを送信する。しかし、上記のように、アップリンクデータを送信する際に使用す
るＴＡは前にアクセスに成功したＵＥに対して算出されたものであり、このＵＥに対して
算出したものではないので、基地局は、送信したアップリンクデータを受信しない可能性
があり、第６のメッセージをフィードバックすることがない。
【００８０】
　図９中の破線枠に示すように、装置２００は、送受信ユニット２０２が予め保留された
アクセス識別子とアップリンクリソースグラントとを使用して基地局へアップリンクデー
タを送信する際にタイミングを開示し、送受信ユニット２０２が相応する、補正されたＴ
Ａが含まれているＲＲＣ接続確立コマンドを受信した際に終止するように配置されている
タイマー２０３をさらに含んでもよく、当該補正されたＴＡは、アクセスに失敗したＵＥ
に対するものであり、後続のデータ伝送に用いられてもよい。タイマーのタイミング時間
長さが所定の値を超え且つ送受信ユニット２０２が相応するＲＲＣ接続確立コマンドを受
信しない場合に、送受信ユニット２０２は、さらに、予め保留されたランダムアクセスプ
リアンブルシーケンスを使用して基地局へランダムアクセス要求を送信し、基地局からの
、再算出された時間繰上げ量と後続のアップリンク伝送のためのアップリンクリソースグ
ラント指示とが含まれているランダムアクセス応答を受信し、前記再算出された時間繰上
げ量に応じて、予め保留されたアクセス識別子とアップリンクリソースグラントを使用し
て基地局へＲＲＣ接続確立要求を送信するように配置されている。言い換えれば、タイマ
ーがタイムアウトした場合に、ＵＥは予め保留されたランダムアクセスプリアンブルシー
ケンスを使用してアクセスを新たに開始し、そして当該アクセスはリソースを予め保留さ
れたので他のＵＥと再度衝突が発生せず、非コンテンションのアクセス手順である。
【００８１】
　無線通信システムは高優先度ＵＥと低優先度ＵＥとを含んだ場合には、高優先度ＵＥの
みがアシスタントアクセス情報に基づくランダムアクセスを実行するように設置してもよ
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く、当該設置は基地局により実行され、即ち、基地局により衝突が発生したＵＥが高優先
度ＵＥであるかどうかを判断し、ＵＥの自体により実行されてもよく、即ち、このＵＥが
高優先度ＵＥである場合だけに、受信したアシスタントアクセス情報を使用して基地局と
インタラクションして、さもなければ、従来技術のようにランダムアクセス手順を新たに
開始する。
【００８２】
　一例において、処理ユニット２０１（具体的に、例えば、処理ユニット２０１における
アクセス開始ユニット２００１）は、ユーザー機器及び／又はそのアプリケーションのタ
イプに応じて当該ユーザー機器が高優先度ユーザー機器であるかどうかを確定するように
配置されている。例えば、ＵＥの決済状況に応じて確定してもよく、又は高いリアルタイ
ム性を要求するアプリケーションを実行するＵＥを高優先度ＵＥなどとする。
【００８３】
　基地局が高・低優先度ＵＥを便宜的に区別できるために、ＵＥは例えばプリアンブルシ
ーケンス、時間周波数リソース、ランダムアクセス要求などの送信により少なくとも一つ
の方面で設置してもよい。
【００８４】
　一例として、処理ユニット２０１（例えばアクセス開始ユニット２００１）は、異なる
優先度のユーザー機器のために異なるランダムアクセスプリアンブルシーケンスを確定す
るように配置されてもよい。そして、プリアンブルシーケンスとＵＥの優先度との間の対
応関係は基地局に知られ、基地局は、ランダムアクセス要求中のプリアンブルシーケンス
に応じて当該ＵＥが高優先度ＵＥであるかどうかを判断してもよい。例えば、処理ユニッ
ト２０１は、異なる優先度のユーザー機器に異なるルートシーケンス値を割り当てるよう
に配置されてもよい。処理ユニット　２０１は、さらに、異なる優先度のユーザー機器に
異なるサイクリングシフトを割り当てるように配置されてもよい。なお、サイクリングシ
フトの配置に関する情報は、システム情報又は高レベルシグナリングに含まれてもよい。
細部については、第二の実施例の説明を参照でき、ここで重複しない。
【００８５】
　他の一例として、処理ユニット２０１は、異なる優先度のユーザー機器のためにランダ
ムアクセス要求に用いられる異なる時間周波数リソースを確定するように配置されてもよ
い。異なる時間周波数リソースは異なるＲＡ－ＲＮＴＩに対応するので、基地局はこれに
応じて当該ＵＥが高優先度ＵＥであるかどうかを判断することが可能である。
【００８６】
　また、ランダムアクセス要求には、ユーザー機器が高優先度ユーザー機器であるかどう
かを指示する情報ビットが含まれてもよい。基地局は、当該情報ビットを読み取ることで
当該ＵＥが高優先度ＵＥであるであるかどうかを知る。
【００８７】
　他の一例において、高優先度ＵＥのランダムアクセスをさらに速めるために、以下のよ
うに配置してもよく、即ち、処理ユニット２０１（例えばアクセス開始ユニット２００１
）はＵＥが低優先度ＵＥであると確定し、且つＵＥはランダムアクセスに失敗した場合に
、送受信ユニット２０２は、基地局によって設定された第１の所定のバックオフ時間の間
、バックオフした後にランダムアクセス要求を再度送信するように配置され、及び／又は
ＵＥが高優先度ＵＥであり、ＵＥはランダムアクセスに失敗した場合に、送受信ユニット
２０２は、基地局によって設定された第２の所定のバックオフ時間の間、バックオフした
後に、ランダムアクセス要求を再度送信するように配置され、なお、第１の所定のバック
オフ時間は長く第２の所定のバックオフ時間は短い。
【００８８】
　高優先度ＵＥの一例として、ＵＥはＶ２Ｘユーザー機器であり、Ｖ２Ｘセキュリティサ
ービスは良いリアルタイム性と通信信頼性とを要求する。
【００８９】
　当該例において、ユーザー機器がＲＲＣ＿ＩＤＬＥ状態にある時間が所定の閾値を超え
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たことと、ユーザー機器が特定の領域（例えば事故が多く発生する領域など）に到達する
こととの少なくとも一つを満足した場合に、ブロードキャスト情報を要する送受信ユニッ
ト２０２はランダムアクセス要求を送信する。これは、セキュリティ情報をブロードキャ
ストする必要があるＵＥ例えば車両がＲＲＣ＿ＩＤＬＥ状態にある場合に、ランダムアク
セス手順が大きい遅れをきたす可能性があり、上記条件を設置することにより、ＵＥはセ
キュリティ情報をブロードキャストする必要がある際にＲＲＣ＿ＩＤＬＥ状態にある可能
性を減少するためである。
【００９０】
　以上のように、アップリンクデータには、ユーザー機器の位置情報を含んで、基地局は
ＵＥの位置情報を便宜的取得し当該位置情報に応じて前記安全情報ブロードキャストを受
信する必要のあるＵＥを選択し、又は当該位置情報をブロードキャストするようにしても
よい。
【００９１】
　一例において、送受信ユニット２０２は、さらに、基地局の、ブロードキャストを行う
Ｖ２Ｘユーザー機器の位置情報と相応する前記安全情報ブロードキャストのリソース位置
とが含んでいるブロードキャストシステム情報を受信するように配置されている。また、
処理ユニット２０１（例えば、図中で図示しないと、例えば別途に確定ユニットを設置す
る）は、ＵＥの位置情報とブロードキャストを行うＶ２Ｘユーザー機器の位置情報とに応
じて当該前記安全情報ブロードキャストを受信する必要があるかどうかを確定してもよい
。装置２００が位置するＵＥはＲＲＣ＿ＩＤＬＥ状態にあり且つ前記安全情報ブロードキ
ャストを受信する必要があっても、当該方式により相関情報を知ってさらに前記安全情報
ブロードキャストを受信してもよい。
【００９２】
　代わり／付加的に、送受信ユニット２０２は、基地局からの、ユーザー機器が的前記安
全情報ブロードキャストを受信する必要のあるリソース位置が含まれているＲＲＣシグナ
リングを受信するように配置されてもよく、送受信ユニット２０２は、当該リソース位置
で前記安全情報ブロードキャストを受信するように配置されている。当該方式において、
基地局により前記安全情報ブロードキャストを受信する必要のあるＵＥを選択してＲＲＣ
シグナリングに送信する。
【００９３】
　また、Ｖ２Ｘアプリケーションにおいてブロードキャストを要するセキュリティ情報の
データ量が短く相対固定であるので、ＲＲＣ接続確立コマンドには、前記安全情報ブロー
ドキャストのためのアップリンクリソーススケジューリングがさらに含まれてもよい。こ
のように、前記安全情報ブロードキャストの遅れはさらに減少される。
【００９４】
　また、ＵＥも、アンライセンス周波数帯域で作動しているセルにアクセスすることを要
求してもよい。この場合、ＵＥの優先度を区別しなくてもよいが、ＵＥの間にコンテンシ
ョンも存在するので、上記したアシスタントアクセス情報に基づく加速アクセスの技術を
応用することが可能である。アンライセンス周波数帯域の使用は非常にランダムで動的で
あるので、ランダムアクセス手順の加速は、その使用効率の向上に非常に有利である。そ
して、ランダムアクセス応答及び／又はコンテンション解決メッセージには、限定された
、アンライセンス周波数帯域での伝送時間長さの情報及び初期伝送をスケジューリングす
るためのアップリンクリソースの情報との少なくとも一つが含まれてもよい。ランダムア
クセス手順において相関情報の伝送を付加することにより、基地局はこれらの情報に応じ
て効果的スケジューリングを行うようにし、伝送の効率を向上させることが可能である。
【００９５】
　ＬＡＡに応用する場合に、アンライセンス周波数帯域セルにアクセスすることを要求す
るＵＥは高優先度ＵＥであってもよい。同様に、ランダムアクセス応答及び／又はコンテ
ンション解決メッセージには、限定されたアンライセンス周波数帯域での伝送時間長さの
情報と、初期伝送をスケジューリングするためのアップリンクリソースを指定する情報と
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の少なくとも一つが含まれ、当該初期伝送をスケジューリングするためのアップリンクリ
ソースはプライマリセルのリソース又はアンライセンス周波数帯域セルのリソースである
。
【００９６】
　実施例による装置２００は、ＵＥがアクセスに失敗した際にアシスタントアクセス情報
を利用して基地局と継続してインタラクションしてアクセス手順を完成するようにするこ
とが可能であり、ランダムアクセスを速め、遅れを低減させるようになる。
【００９７】
　＜第四の実施例＞
　以上の実施形態で無線通信システムにおける基地局側とユーザー機器側の装置を記述す
る過程では、もちろん、幾つかの処理又は方法をさらに開示している。以下で、上記で検
討された幾つかの細部を重複しない場合にこれらの方法の概略を与えるが、注意すべきこ
と、これらの方法は無線通信システムにおける基地局側とユーザー機器側の装置を記述す
る過程で開示されたが、これらの方法は必ず記述されたそれらの部品を採用する必要があ
る、又は必ずそれらの部品により実行される必要がない。例えば、無線通信システムにお
ける基地局側とユーザー機器側の装置の実施形態は、一部又は完全にハードウェア及び／
又はファームウェアを使用して実現されることが可能であり、これらの方法は無線通信シ
ステムにおける基地局側とユーザー機器側の装置のハードウェア及び／又はファームウェ
アを採用することが可能であるにもかかわらず、以下で検討する方法は、コンピュータが
実行可能なプログラムにより完全に実現されることが可能である。
【００９８】
　図１１に、本願の一実施例による、無線通信システムにおける基地局側の方法のフロー
チャートを示す。図１１に示すように、当該は、ユーザー機器のランダムアクセス要求に
応答して、当該ユーザー機器によって開始されたアクセス手順がコンテンションベース又
は非コンテンションベースランダムアクセス手順であると確定し（Ｓ１１）、コンテンシ
ョンベースのアクセス手順に対して、アクセスに失敗した可能性のあるユーザー機器にア
シスタントアクセス情報を予備しておいて、当該アクセスに失敗したユーザー機器に基地
局とアシスタントアクセス情報に基づいてインタラクションさせてアクセス手順を完成さ
せる（Ｓ１２）ことを含む。
【００９９】
　なお、アシスタントアクセス情報は、予め保留されたアクセス識別子情報と、アクセス
に失敗したユーザー機器の後続のアップリンク伝送のためのアップリンクリソースグラン
ト指示と、予め保留されたランダムアクセスプリアンブルシーケンスとの少なくとも一つ
を含んでもよい。
【０１００】
　当該アシスタントアクセス情報は、最終的にアクセスに成功したユーザー機器に対する
応答に含まれてもよい。
【０１０１】
　一例において、ステップＳ１２には、ＵＥからのランダムアクセス要求を受信し、ＵＥ
へランダムアクセス応答を送信し、ランダムアクセス応答に基づくアップリンクデータを
受信し、コンテンション解決メッセージを受信することが含まれてもよい。なお、アシス
タントアクセス情報が含まれているコンテンション解決メッセージ及び／又はランダムア
クセス応答メッセージを生成してもよい。
【０１０２】
　ステップＳ１２には、コンテンション解決メッセージを送信した後にアクセスに失敗し
たユーザー機器が予め保留されたアクセス識別子とアップリンクリソースグラントを使用
して送信した、アクセスに失敗したユーザー機器の一意識別子が含まれているアップリン
クデータをモニタリングすることを含んでもよい。また、アクセスに失敗したユーザー機
器の一意識別子により補正された時間繰上げ量が含まれているＲＲＣ接続確立コマンドを
送信してもよい。
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【０１０３】
　上記のように、アップリンクデータを送信する際に使用するＴＡは、前にアクセスに成
功したＵＥに対して算出したものでありアクセスに失敗したＵＥに対して算出するもので
はないので、ステップＳ１２において、アクセスに失敗したＵＥが送信したアップリンク
データをモニタリングしない可能性がある。また、所定の時間が経過した後に、アクセス
に失敗したＵＥは、ＲＲＣ接続確立コマンドを受信しない場合に、予め保留されたプリア
ンブルシーケンスを使用して非コンテンションベースのアクセスを新たに開始する。
【０１０４】
　無線通信システムは高優先度ユーザー機器及び低優先度ユーザー機器を含んでもよく、
なお、ステップＳ１２において、ランダムアクセス要求を発信するユーザー機器が高優先
度ユーザー機器であると確定した場合に、アクセスに失敗したユーザー機器にアシスタン
トアクセス情報を予備しておく。
【０１０５】
　なお、ランダムアクセス要求中のランダムアクセスプリアンブルシーケンスと、ランダ
ムアクセス要求中の、高優先度ユーザー機器であるかどうかを指示するための情報ビット
と、ランダムアクセスプリアンブルシーケンスが位置する時間周波数リソースとの少なく
とも一つに応じてランダムアクセスを行う相応するユーザー機器が高優先度ユーザー機器
であるかどうかを確定してもよい。
【０１０６】
　例えば、ランダムアクセス要求中のランダムアクセスプリアンブルシーケンスが特定の
グループと属すると確定した場合に、相応するユーザー機器が高優先度ユーザー機器であ
ると確定する。
【０１０７】
　また、ランダムアクセスプリアンブルシーケンスが位置する時間周波数リソースに応じ
て相応するユーザー機器のＲＡ－ＲＮＴＩを算出し、当該ＲＡ－ＲＮＴＩに応じて相応す
るユーザー機器が高優先度ユーザー機器であるかどうかを確定してもよい。
【０１０８】
　高優先度ＵＥのアクセスをさらに速めるために、低優先度ユーザー機器と高優先度ユー
ザー機器とが含まれている複数のユーザー機器のランダムアクセス要求を受信した場合に
、高優先度ユーザー機器に対するランダムアクセス応答を優先して送信してもよい。
【０１０９】
　また、異なる優先度のＵＥに異なるバックオフ時間を設置してもよい。例えば、低優先
度ユーザー機器に第１の所定のバックオフ時間を設置して、当該低優先度ユーザー機器は
アクセスに失敗した際に前記第１の所定のバックオフ時間の間、バックオフした後に、ラ
ンダムアクセス要求を再度送信するようにし、及び／又は高優先度ユーザー機器に第２の
所定のバックオフ時間を設置し、当該高優先度ユーザー機器はアクセスに失敗した際に第
２の所定のバックオフ時間の間、バックオフした後に、ランダムアクセス要求を再度送信
するようにし、第１の所定のバックオフ時間は長く第２の所定のバックオフ時間は短い。
【０１１０】
　一例として、ユーザー機器がアクセスを要求するものはアンライセンス周波数帯域で作
動するセルである。
【０１１１】
　アンライセンス周波数帯域セルにアクセスすることを要求するユーザー機器は高優先度
ＵＥであってもよく、ランダムアクセス応答及び／又はコンテンション解決メッセージに
は、限定された、アンライセンス周波数帯域での伝送時間長さの情報と、初期伝送をスケ
ジューリングするためのアップリンクリソースを指示する情報との少なくとも一つが含ま
れてもよく、なお、当該初期伝送をスケジューリングするためのアップリンクリソースは
プライマリセルのリソース又はアンライセンス周波数帯域セルのリソースである。
【０１１２】
　他の例として、高優先度ＵＥはＶ２Ｘユーザー機器であり、アップリンクデータにはユ
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ーザー機器の位置情報がさらに含まれている。
【０１１３】
　なお、ＲＲＣ接続中であるユーザー機器の位置情報に応じて安全情報ブロードキャスト
を受信する必要のあるユーザー機器を選択し、ＲＲＣシグナリングにより選択されたユー
ザー機器に当該前記安全情報ブロードキャストのリソース位置を通知してもよい。また、
ブロードキャストシステム情報により前記安全情報ブロードキャストを行ったＵＥの位置
情報と、送信した前記安全情報ブロードキャストのリソース位置とを通知してもよい。
【０１１４】
　当該例において、ＲＲＣ接続確立コマンドには、前記安全情報ブロードキャストのため
のアップリンクリソーススケジューリングがさらに含まれてもよい。
【０１１５】
　図１２に、本願による一実施例の無線通信システムにおけるユーザー機器側の方法を示
し、所定の配置情報に基づいてランダムアクセス要求を生成してコンテンションベースの
アクセス手順を開始し（Ｓ２１）、アクセスに失敗した場合に、基地局からのアシスタン
トアクセス情報と当該基地局インタラクションしてアクセス手順を完成する（Ｓ２２）こ
とを含む。
【０１１６】
　なお、アシスタントアクセス情報には、予め保留されたアクセス識別子情報と、アクセ
スに失敗したユーザー機器の後続のアップリンク伝送のためのアップリンクリソースグラ
ント指示と、予め保留されたランダムアクセスプリアンブルシーケンスとの少なくとも一
つが含まれてもよい。アシスタントアクセス情報は、最終的にアクセスに成功したユーザ
ー機器に対する応答に含まれても良い。例えば、Ｓ２２において、ランダムアクセス要求
に対するコンテンション解決メッセージ及び／又はランダムアクセス応答メッセージを解
析して当該アシスタントアクセス情報を確定してもよい。
【０１１７】
　例えば、ステップＳ２２には、基地局へランダムアクセス要求を送信し、基地局からの
ランダムアクセス応答を受信し、ランダムアクセス応答に基づいて基地局へアップリンク
データを送信し、コンテンション解決メッセージを受信することを含む。コンテンション
解決メッセージに基づいてユーザー機器のアクセスに失敗したと確定した場合に、ステッ
プＳ２２には、予め保留されたアクセス識別子とアップリンクリソースグラントとを使用
して基地局へユーザー機器の一意識別子が含まれているアップリンクデータを送信するこ
とをさらに含む。
【０１１８】
　また、アップリンクデータを送信するとともに、タイマーにタイミングを開始させ、相
応するＲＲＣ接続確立コマンドを受信した際に終止してもよい、なお、ＲＲＣ接続確立コ
マンドは補正された時間繰上げ量を含み、タイマーのタイミング時間長さが所定の値を超
え且つ相応するＲＲＣ接続確立コマンドを受信しない場合に、ステップＳ２２には、予め
保留されたランダムアクセスプリアンブルシーケンスを使用して基地局へランダムアクセ
ス要求を送信し、基地局からの、再算出された時間繰上げ量と後続のアップリンク伝送の
ためのアップリンクリソースグラント指示とが含まれているランダムアクセス応答を受信
し、当該再算出された時間繰上げ量に応じて、予め保留されたアクセス識別子とアップリ
ンクリソースグラントとを使用して基地局へＲＲＣ接続確立要求を送信することをさらに
含む。
【０１１９】
　一例において、ステップＳ２１において、ユーザー機器及び／又はそのアプリケーショ
ンのタイプに応じてユーザー機器が高優先度ユーザー機器であるかどうかを確定してもよ
い。異なる優先度のユーザー機器のために異なるランダムアクセスプリアンブルシーケン
スを確定してもよい。例えば、異なる優先度のユーザー機器に異なるルートシーケンス値
を割り当て、又は異なる優先度のユーザー機器に異なるサイクリングシフトを配置する。
なお、サイクリングシフトの配置に関する情報は、システム情報又は高レベルシグナリン
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グに含まれてもよい。
【０１２０】
　また、異なる優先度のユーザー機器にためにランダムアクセス要求に用いられる異なる
時間周波数リソースを確定してもよい。
【０１２１】
　ランダムアクセスプリアンブルシーケンスと時間周波数リソースとを区別しない場合に
、ランダムアクセス要求にユーザー機器が高優先度ユーザー機器であるかどうかを指定す
る情報ビットを含んでもよい。
【０１２２】
　高優先度ＵＥのアクセスをさらに速めるために、以下のように配置してもよく、即ち、
ユーザー機器が低優先度ユーザー機器であり且つユーザー機器はランダムアクセスに失敗
した場合に、基地局によって設定された第１の所定のバックオフ時間の間、バックオフし
た後にランダムアクセス要求を再度送信し、及び／又はユーザー機器が高優先度ユーザー
機器であり且つユーザー機器はランダムアクセスに失敗した場合に、基地局によって設定
された第２の所定のバックオフ時間の間、バックオフした後にランダムアクセス要求を再
度送信し、第１の所定のバックオフ時間は長く第２の所定のバックオフ時間は短い。
【０１２３】
　高優先度ＵＥの一例として、ユーザー機器はＶ２Ｘユーザー機器であり、且つユーザー
機器がＲＲＣ＿ＩＤＬＥ状態にある時間が所定の閾値を超えたことと、ユーザー機器が特
定の領域に到達することと、ブロードキャスト情報を要することとの少なくとも一つを満
たした場合に、ステップＳ２１を実行してランダムアクセス要求を送信する。当該例にお
いて、アップリンクデータにはユーザー機器の位置情報がさらに含まれてもよい。
【０１２４】
　ＵＥは基地局のブロードキャストを行うＶ２Ｘユーザー機器の位置情報と相応する前記
安全情報ブロードキャストのリソース位置とが含まれているブロードキャストシステム情
報を受信してもよい。例えば、ユーザー機器の位置情報とブロードキャストを行うＶ２Ｘ
ユーザー機器の位置情報とに応じて当該前記安全情報ブロードキャストを受信する必要の
あるかどうかを確定してもよい。
【０１２５】
　また、ＵＥは、基地局からの、ユーザー機器が前記安全情報ブロードキャストを受信す
る必要のあるリソース位置が含まれているＲＲＣシグナリングを受信してもよく、ＵＥは
当該リソース位置で前記安全情報ブロードキャストを受信する。
【０１２６】
　当該例において、ＲＲＣ接続確立コマンドには、前記安全情報ブロードキャストのため
のアップリンクリソーススケジューリングがさらに含まれてもよい。
【０１２７】
　なお、上記それぞれの方法は、組合せ又は独立して使用されることが可能であり、その
細部については、第一乃至第三の実施例に詳細に記述されたので、ここで重複しない。
【０１２８】
　また、以上の記述において、装置１００を含む基地局と、装置２００を含むユーザー機
器とを含む通信システムをさらに開示している。
【０１２９】
　本開示内容の技術は各種の製品に応用できる。例えば、基地局は、任意のタイプの進化
型ノードＢ（ｅＮＢ）、例えばマクロｅＮＢとスモールｅＮＢとして実現されることが可
能である。スモールｅＮＢはマクロセルより小さいセルをカバーするｅＮＢ、例えばピコ
ファラドｅＮＢ、マイクロｅＮＢ、ホーム（フェムト）ｅＮＢであってもよい。その代わ
りに、基地局は、任意の他のタイプの基地局、例えばＮｏｄｅＢとベーストランシーバ基
地局（ＢＴＳ）として実現されることが可能である。基地局は、無線通信を制御するよう
に配置される本体（基地局デバイスとも称する）と、本体と異なる箇所に設置される一つ
又は複数のリモート無線ヘッド（ＲＲＨ）とを含んでもよい。また、各種のタイプの端末
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は、いずれも、基地局機能を一時又は半恒久的に実行することにより基地局として作動す
ることが可能である。
【０１３０】
　例えば、ユーザー機器は、例えば、移動端末（例えばスマートフォン、タブレットパソ
コンコンピュータ（ＰＣ）、ノートＰＣ、携帯型ゲーム端末、携帯型／ウオッチドッグ型
移動ルータとデジタル撮像装置）又は車載端末（例えば自動車ナビゲーション装置）とし
て実現されることが可能である。ＵＥは、マシンツーマシン（Ｍ２Ｍ）通信を実行する端
末（マシン型通信（ＭＴＣ）端末とも称する）として実現されることも可能である。また
、ＵＥは、上記端末における端末ごとに取り付けられた無線通信モジュール（例えば単一
のチップを含む集積回路モジュール）であってもよい。
【０１３１】
　［基地局の応用例について］
　（第一の応用例）
　図１３は、本開示の技術を応用できるｅＮＢの概略的な構成の第一の例を示すブロック
図である。ｅＮＢ　８００は、ｅＮＢ８００は、一つ又は複数のアンテナ８１０及び基地
局デバイし８２０を含む。基地局デバイス８２０と各アンテナ８１０はＲＦケーブルを介
して互いに接続され得る。
【０１３２】
　アンテナ８１０の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子（例えば、多入力多出力（Ｍ
ＩＭＯ）アンテナに含まれる複数のアンテナ素子）を含み、基地局デバイス８２０による
無線信号の送受信のために用いられる。ｅＮＢ８００は、図１３に示すように複数のアン
テナ８１０を含んでもよい。例えば、複数のアンテナ８１０はｅＮＢ８００が使用する複
数の周波数帯域に共用してもよい。なお、図１３にはｅＮＢ８００が複数のアンテナ８１
０を含む例を示したが、ｅＮＢ８００は単一のアンテナ８１０を含んでもよい。
【０１３３】
　基地局デバイス８２０は、コントローラ８２１、メモリ８２２、ネットワークインタフ
ェース８２３、及び無線通信インタフェース８２５を含む。
【０１３４】
　コントローラ８２１は、例えばＣＰＵ又はＤＳＰであってよく、基地局デバイス８２０
の上位レイヤの様々な機能を操作する。例えば、コントローラ８２１は、無線通信インタ
フェース８２５により処理された信号内のデータからデータパケットを生成し、生成した
パケットをネットワークインタフェース８２３を介して転送する。コントローラ８２１は
、複数のベースバンドプロセッサからのデータをバンドリングすることによりバンドルド
パケットを生成し、生成したバンドルドパケットを転送してもよい。また、コントローラ
８２１は、無線リソース管理、無線ベアラ制御、移動性管理、流入制御、及びスケジュー
リングのような制御を実行する論理的な機能を有してもよい。また、当該制御は、周辺の
ｅＮＢ又はコアネットワークノードと連携して実行されてもよい。メモリ８２２は、ＲＡ
Ｍ及びＲＯＭを含み、コントローラ８２１により実行されるプログラム、及び様々な制御
データ（例えば、端末リスト、伝送電力データ及びスケジューリングデータ）を記憶する
。
【０１３５】
　ネットワークインタフェース８２３は基地局デバイス８２０をコアネットワーク８２４
に接続するための通信インタフェースである。コントローラ８２１はネットワークインタ
フェース８２３を介してコアネットワークノード又は他のｅＮＢと通信してもよい。この
場合、ｅＮＢ８００とコアネットワークノード又は他のｅＮＢとはロジックインタフェー
ス（例えばＳ１インタフェースとＸ２インタフェース）により互いに接続される。ネット
ワークインタフェース８２３は有線通信インタフェース、又は無線バックホールのための
無線通信インタフェースであってもよい。ネットワークインタフェース８２３が無線通信
インタフェースであると、ネットワークインタフェース８２３は無線通信インタフェース
８２５により使用される周波数帯域よりも高い周波数帯域を無線通信に使用してもよい。
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【０１３６】
　無線通信インタフェース８２５は、任意のセルラー通信方式（例えば、ＬＴＥ（Ｌｏｎ
ｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ）をサポートし、アン
テナ８１０を介して、ｅＮＢ８００のセル内に位置する端末までの無線接続を提供する。
無線通信インタフェース８２５は、一般、ベースバンド（ＢＢ）プロセッサ８２６及びＲ
Ｆ回路８２７を含んでもよい。ＢＢプロセッサ８２６は、例えば、符号化／復号化、変調
／復調及び多重化／逆多重化を実行し、且つレイヤ（例えばＬ１、媒体アクセス制御（Ｍ
ＡＣ）、無線リンク制御（ＲＬＣ）、パケットデータ収束プロトコル（ＰＤＣＰ））の様
々な信号処理を実行してもよい。コントローラ８２１の代わりに、ＢＢプロセッサ８２６
は上記論理機能の一部又は全部を有してもよい。ＢＢプロセッサ８２６は通信制御プログ
ラムを記憶するメモリであってもよく、又はプログラムを実行するように配置されるプロ
セッサ及び関連する回路を含むモジュールであってもよい。ＢＢプロセッサ８２６の機能
はプログラムの更新により変更可能であってもよい。当該モジュールは基地局デバイス８
２０のスロットに挿入されるカード若しくはブレードであってもよい。代わりに、当該モ
ジュールはカード若しくはブレードに挿入されるチップであってもよい。一方、ＲＦ回路
８２７は例えばミキサ、フィルタ及びアンプを含んでもよく、アンテナ８１０を介して無
線信号を送受信する。
【０１３７】
　図１３に示すように、無線通信インタフェース８２５は複数のＢＢプロセッサ８２６を
含んでもよい。例えば、複数のＢＢプロセッサ８２６はｅＮＢ　８００が使用する複数の
周波数帯域に共用されてもよい。図１３に示すように、無線通信インタフェース８２５は
複数のＲＦ回路８２７を含んでもよい。例えば、複数のＲＦ回路８２７は複数のアンテナ
素子に共用されてもよい。図１３は無線通信インタフェース８２５に複数のＢＢプロセッ
サ８２６と複数のＲＦ回路８２７とを含む例を示したが、無線通信インタフェース８２５
は単一のＢＢプロセッサ８２６又は単一のＲＦ回路８２７を含んでもよい。
【０１３８】
　（第二の応用例）
　図１４は本開示の内容の技術を応用できるｅＮＢの概略的な構成の第二の例を示すブロ
ック図である。ｅＮＢ８３０は一つ又複数のアンテナ８４０と、基地局デバイス８５０と
、ＲＲＨ８６０とを含む。ＲＲＨ８６０は各アンテナ８４０とＲＦケーブルケーブルを介
して互いに接続されてもよい。基地局デバイス８５０とＲＲＨ　８６０は例えば光ファイ
バケーブルの高速回線で互いに接続されてもよい。
【０１３９】
　アンテナ８４０の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子（例えば、ＭＩＭＯアンテナ
に含まれる複数のアンテナ素子）を含み、ＲＲＨ８６０による無線信号の送受信のために
用いられる。図１４に示すように、ｅＮＢ８３０は複数のアンテナ８４０を含んでもよい
。例えば、複数のアンテナ８４０はｅＮＢ８３０が使用する複数の周波数帯域に共用され
てもよい。図１４はｅＮＢ８３０が複数のアンテナ８４０を含む例を示したが、ｅＮＢ８
３０は単一のアンテナ８４０を含んでもよい。
【０１４０】
　基地局デバイス８５０は、コントローラ８５１、メモリ８５２、ネットワークインタフ
ェース８５３、無線通信インタフェース８５５、及び接続インタフェース８５７を含む。
コントローラ８５１、メモリ８５２、及びネットワークインタフェース８５３は図１３を
参考して記述されたコントローラ８２１、メモリ８２２、及びネットワークインタフェー
ス８２３と同じである。
【０１４１】
　無線通信インタフェース８５５は任意のセルラー通信方式（例えばＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａ
ｄｖａｎｅｅｄ）をサポートし、ＲＲＨ８６０とアンテナ８４０とを介してＲＲＨ８６０
に対応するセクタ内に位置する端末までの無線接続を提供する。無線通信インタフェース
８５５は、一般、例えばＢＢプロセッサ８５６を含んでもよい。ＢＢプロセッサ８５６が
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接続インタフェース８５７を介してＲＲＨ８６０のＲＦ回路８６４と接続されることを除
き、ＢＢプロセッサ８５６は図１３を参考して記述されたＢＢプロセッサ８２６と同じで
ある。図１４に示すように、無線通信インタフェース８５５は複数のＢＢプロセッサ８５
６を含んでもよい。例えば、複数のＢＢプロセッサ８５６はｅＮＢ　８３０が使用する複
数の周波数帯域に共用されてもよい。図１４は無線通信インタフェース８５５が複数のＢ
Ｂプロセッサ８５６を含む例を示したが、無線通信インタフェース８５５は単一のＢＢプ
ロセッサ８５６を含んでもよい。
【０１４２】
　接続インタフェース８５７は基地局デバイス８５０（無線通信インタフェース８５５）
をＲＲＨ８６０に接続するためのインタフェースである。接続インタフェース８５７は基
地局デバイス８５０（無線通信インタフェース８５５）をＲＲＨ８６０と接続する上記高
速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
【０１４３】
　ＲＲＨ８６０は接続インタフェース８６１と無線通信インタフェース８６３とを含む。
【０１４４】
　接続インタフェース８６１はＲＲＨ８６０（無線通信インタフェース８６３）を基地局
デバイス８５０に接続するためのインタフェースである。接続インタフェース８６１は上
記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
【０１４５】
　無線通信インタフェース８６３は、アンテナ８４０を介して無線信号を送受信する。無
線通信インタフェース８６３は、一般、例えばＲＦ回路８６４を含んでもよい。ＲＦ回路
８６４は、例えばミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ８４０を介
して無線信号を送受信する。図１４に示すように、無線通信インタフェース８６３は複数
のＲＦ回路８６４を含んでもよい。例えば、複数のＲＦ回路８６４は複数のアンテナ素子
をサポートしてもよい。図１４は無線通信インタフェース８６３が複数のＲＦ回路８６４
を含む例を示したが、無線通信インタフェース８６３は単一のＲＦ回路８６４を含んでも
よい。
【０１４６】
　図１３と図１４に示すｅＮＢ８００とｅＮＢ８３０とにおいて、例えば図１で記述され
る送受信ユニット１０２は無線通信インタフェース８２５及び無線通信インタフェース８
５５及び／又は無線通信インタフェース８６３により実現されてもよい。機能の少なくと
も一部はコントローラ８２１とコントローラ８５１により実現されてもよい。例えば、コ
ントローラ８２１とコントローラ８５１は、処理ユニット１０１の機能を実行することに
よりランダムアクセス手順の加速を実行してもよい。
【０１４７】
　［ユーザー機器の応用例について］
　（第一の応用例）
　図１５は、本開示の内容の技術を応用できるスマートフォン９００の概略的な構成の一
例を示すブロック図である。スマートフォン９００は、プロセッサ９０１、メモリ９０２
、記憶装置９０３、外部接続インタフェース９０４、撮像装置９０６、センサ９０７、マ
イクロフォン９０８、入力装置９０９、表示装置９１０、スピーカ９１１、無線通信イン
タフェース９１２、一つ又は複数のアンテナスイッチ９１５、一つ又は複数のアンテナ９
１６、バス９１７、バッテリー９１８、及び補助コントローラ９１９を含む。
【０１４８】
　プロセッサ９０１は、例えばＣＰＵ又はＳｏＣ（Ｓｙｓｔｅｍ　ｏｎ　Ｃｈｉｐ）であ
ってもよく、スマートフォン９００のアプリケーションレイヤ及びその他のレイヤの機能
を制御する。メモリ９０２はＲＡＭとＲＯＭを含み、データと、プロセッサ９０１により
実行されるプログラムを記憶する。記憶装置９０３は記憶媒体、例えば半導体メモリ又は
ハードディスクを含んでもよい。外部接続インタフェース９０４は、外部装置（例えばメ
モリカード又はＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）デバイス）をスマ
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ートフォン９００に接続するためのインタフェースである。
【０１４９】
　撮像装置９０６が画像センサ（例えばＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖ
ｉｃｅ）、ＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉ
ｃｏｎｄｕｃｔｏｒ））を含み、撮像画像を生成する。センサ９０７は例えば、測定セン
サ、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び加速度センサなどのセンサ群を含みんでもよい。
マイクロフォン９０８はスマートフォン９００に入力される音声を音声信号に変換する。
入力装置９０９は例えば表示装置９１０のスクリーン上のタッチを検出するように配置さ
れるタッチセンサ、キーパッド、キーボード、ボタン又はスイッチを含み、ユーザーから
入力される操作又は情報を受信する。表示装置９１０はスクリーン（例えば液晶ディスプ
レイ（ＬＣＤ）、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプレイ）を含み、スマートフォ
ン９００の出力画像を表示する。スピーカ９１１はスマートフォン９００から出力される
音声信号を音声に変換する。
【０１５０】
　無線通信インタフェース９１２は任意のセルラー通信方式（例えばＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａ
ｄｖａｎｃｅｄ）をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース９１２は
、一般に、例えばＢＢプロセッサ９１３とＲＦ回路９１４とを含んでもよい。ＢＢプロセ
ッサ９１３は例えば符号化／復号化、変調／復調及び多重化／逆多重化を実行してもよく
、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、ＲＦ回路９１４は例えばミキサ、
フィルタ及びアンプを含んでもよく、アンテナ９１６を介して無線信号を送受信する。無
線通信インタフェース９１２はＢＢプロセッサ９１３とＲＦ回路９１４を集積したワンチ
ップのモジュールであってもよい。図１５に示すように、無線通信インタフェース９１２
は複数のＢＢプロセッサ９１３と複数のＲＦ回路９１４を含んでもよい。図１５は無線通
信インタフェース９１２が複数のＢＢプロセッサ９１３と複数のＲＦ回路９１４を含む例
を示したが、無線通信インタフェース９１２は単一のＢＢプロセッサ９１３又は単一のＲ
Ｆ回路９１４を含んでもよい。
【０１５１】
　また、セルラー通信方式を除き、無線通信インタフェース９１２は他の種類の無線通信
方式、例えば近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒ
ｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）方案をサポートしてもよく。この場合、無線通信インタフェース
９１２は無線通信方式ごとのＢＢプロセッサ９１３とＲＦ回路９１４を含んでもよい。
【０１５２】
　アンテナスイッチ９１５の各々は、無線通信インタフェース９１２に含まれる複数の回
路（例えば、異なる無線通信方式のための回路）の間でアンテナ９１６の接続先を切り替
える。
【０１５３】
　アンテナ９１６の各々は単一の又は複数のアンテナ素子（例えば、ＭＩＭＯアンテナに
含まれる複数のアンテナ素子）を含み、無線通信インタフェース９１２によるによる無線
信号の送受信のために用いられる。図１５に示すように、スマートフォン９００は複数の
アンテナ９１６を含んでもよい。図１５はスマートフォン９００が複数のアンテナ９１６
を含む例を示したが、スマートフォン９００は単一のアンテナ９１６を含んでもよい。
【０１５４】
　また、スマートフォン９００は無線通信方式ごとにアンテナ９１６を含んでもよい。こ
の場合、アンテナスイッチ９１５はスマートフォン９００の構成から省略されてもよい。
【０１５５】
　バス９１７は、プロセッサ９０１、メモリ９０２、記憶装置９０３、外部接続インタフ
ェース９０４、撮像装置９０６、センサ９０７、マイクロフォン９０８、入力装置９０９
、表示装置９１０、スピーカ９１１、無線通信インタフェース９１２及び補助コントロー
ラ９１９を互いに接続する。バッテリー９１８は図中に破線で部分的に示した支線を介し
て図１５に示すスマートフォン９００の各ブロックに電力を供給する。補助コントローラ
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９１９は例えば、スリープモードにおいて、スマートフォン９００の必要最低限の機能を
動作させる。
【０１５６】
　図１５に示すスマートフォン９００において、例えば図９に記述の送受信ユニット２０
２は無線通信インタフェース９１２により実現されてもよい。機能の少なくとも一部がプ
ロセッサ９０１又は補助コントローラ９１９により実現されてもよい。例えば、プロセッ
サ９０１又は補助コントローラ９１９は、処理ユニット２０１とタイマー２０３との機能
を実行することによりアシスタントアクセス情報に基づくランダムアクセスを実行しても
よい。
【０１５７】
　（第二の応用例）
　図１６は本開示の内容の技術を応用できるカーナビゲーション装置９２０の概略的な構
成の一例を示すブロック図である。カーナビゲーション装置９２０は、プロセッサ９２１
、メモリ９２２、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）モジ
ュール９２４、センサ９２５、データインタフェース９２６、コンテンツプレーヤ９２７
、記憶媒体インタフェース９２８、入力装置９２９、表示装置９３０、スピーカ９３１、
無線通信インタフェース９３３、一つ又は複数のアンテナスイッチ９３６、一つ又は複数
のアンテナ９３７及びバッテリー９３８を含む。
【０１５８】
　プロセッサ９２１は例えばＣＰＵ又はＳｏＣであってもよく、カーナビゲーション装置
９２０のナビゲーション機能及びその他の機能を制御する。メモリ９２２はＲＡＭとＲＯ
Ｍを含み、データと、プロセッサ９２１により実行されるプログラムを記憶する。
【０１５９】
　ＧＰＳモジュール９２４はＧＰＳ衛星から受信されるＧＰＳ信号を用いて、カーナビゲ
ーション装置９２０の位置（例えば、緯度、経度及び高度）を測定する。センサ９２５は
、例えば、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び気圧センサのようなセンサ群を含んでもよ
い。データインタフェース９２６は、図示しない端末を介して例えば、車載ネットワーク
９４１に接続され、車両側で生成されるデータ（例えば車速データ）を取得する。
【０１６０】
　コンテンツプレーヤ９２７は記憶媒体インタフェース９２８に挿入される記憶媒体（例
えば、ＣＤ又はＤＶＤ）に記憶されているコンテンツを再生する。入力装置９２９は例え
ば表示装置９３０のスクリーン上のタッチを検出するように配置されるタッチセンサ、ボ
タン又はスイッチを含み、ユーザーから入力される操作又は情報を受信する。表示装置９
３０は例えばＬＣＤ又はＯＬＥＤディスプレイのスクリーンを含み、ナビゲーション機能
の画像又は再生されるコンテンツを表示する。スピーカ９３１は、ナビゲーション機能の
音声又は再生されるコンテンツを出力する。
【０１６１】
　無線通信インタフェース９３３は任意のセルラー通信方式（例えばＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａ
ｄｖａｎｃｅｄ）をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース９３３は
、一般に、例えばＢＢプロセッサ９３４とＲＦ回路９３５とを含んでもよい。ＢＢプロセ
ッサ９３４は例えば符号化／復号化、変調／復調及び多重化／逆多重化を実行してもよく
、無線通信のための様々な信号処理を実行してもよい。一方、ＲＦ回路９３５は例えばミ
キサ、フィルタ及びアンプを含んでもよく、アンテナ９３７を介して無線信号を送受信す
る。無線通信インタフェース９３３はＢＢプロセッサ９３４とＲＦ回路９３５を集積した
ワンチップのモジュールであってもよい。図１６に示すように、無線通信インタフェース
９３３は複数のＢＢプロセッサ９３４と複数のＲＦ回路９３５を含んでもよい。図１６は
無線通信インタフェース９３３が複数のＢＢプロセッサ９３４と複数のＲＦ回路９３５を
含む例を示したが、無線通信インタフェース９３３は単一のＢＢプロセッサ９３４又は単
一のＲＦ回路９３５を含んでもよい。
【０１６２】
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　また、セルラー通信方式を除き、無線通信インタフェース９３３は他の種類の無線通信
方式、例えば、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線ＬＡＮ方式をサポートし
てもよい。この場合、無線通信方式ごと，無線通信インタフェース９３３はＢＢプロセッ
サ９３４とＲＦ回路９３５を含んでもよい。
【０１６３】
　アンテナスイッチ９３６の各々は、無線通信インタフェース９３３に含まれる複数の回
路（例えば、異なる無線通信方式のための回路）の間でアンテナ９３７の接続先を切り替
える。
【０１６４】
　アンテナ９３７中の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子（例えば、ＭＩＭＯアンテ
ナに含まれる複数のアンテナ素子）を含み、無線通信インタフェース９３３による無線信
号の送受信のために用いられる。図１６に示すように、カーナビゲーション装置９２０は
複数のアンテナ９３７を含んでもよい。図１６はカーナビゲーション装置９２０が複数の
アンテナ９３７を含む例を示したが、カーナビゲーション装置９２０は単一のアンテナ９
３７を含んでもよい。
【０１６５】
　また、カーナビゲーション装置９２０は無線通信方式ごとにアンテナ９３７を含んでも
よい。この場合、アンテナスイッチ９３６はカーナビゲーション装置９２０の構成から省
略されてもよい。
【０１６６】
　バッテリー９３８は、図中に破線で部分的に示した支線を介して、図１６に示したカー
ナビゲーション装置９２０の各ブロックに電力を供給する。また、バッテリー９３８は、
車両側から給電される電力を蓄積する。
【０１６７】
　図１６に示すカーナビゲーション装置９２０において、例えば図９に記述された送受信
ユニット２０２は無線通信インタフェース９３３により実現されてもよい。その機能の少
なくとも一部はプロセッサ９２１により実現されてもよい。例えば、プロセッサ９２１は
、処理ユニット２０１とタイマー２０３との機能を実行することによりアシスタントアク
セス情報に基づくランダムアクセスを実行する。
【０１６８】
本開示の内容の技術は、カーナビゲーション装置９２０と、車載ネットワーク９４１と、
車両モジュール９４２との１つ又は複数のブロックを含む車載システム（又は車両）９４
０として実現されてもよい。車両モジュール９４２は車両データ（例えば車速、エンジン
回転数、故障情報）を生成し、生成したデータを車載ネットワーク９４１に出力する。
【０１６９】
　以上で具体的実施例に基づいて本発明の基本的原理を記述したが、指摘すべきことは、
当業者にとって、本発明の方法と装置の全部又は任意のステップ或いは部品について、任
意の算出装置（プロセッサー、記憶媒体などを含む）又は算出装置のネットワークにおい
て、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア又はその組み合わせで実現することが
理解され、これは、当業者が本発明の記述を読んだ場合にその基本的回路設計知識又は基
本的プログラミング技能を利用して実現されるものである。
【０１７０】
　当業者は、以上で説明した装置のうち例えば近接アクセスアクセスポイント情報取得ユ
ニット、判断ユニット、アシスタント配置ユニット、作動パラメーター配置ユニットなど
は一つ又は複数のプロセッサにより実現されてもよく、例えば通知ユニットなどは、アン
テナ、フィルタ、モデム及びコーデックなどの回路デバイスにより実現されてもよいと理
解される。
【０１７１】
　従って、本発明は、電子機器　（１）を提出し、ユーザー機器のランダムアクセス要求
に応答して、当該ユーザー機器によって開始されたアクセス手順がコンテンションベース
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又は非コンテンションベースランダムアクセス手順であるかを確定し、コンテンションベ
ースのアクセス手順に対して、アクセスに失敗した可能性のあるユーザー機器にアシスタ
ントアクセス情報を予備しておいて、当該アクセスに失敗したユーザー機器に基地局とア
シスタントアクセス情報に基づいてインタラクションさせてアクセス手順を完成させるよ
うにするように配置されている回路を含んでいる。
【０１７２】
　本発明は、電子機器（２）を提出し、所定の配置情報に基づいてランダムアクセス要求
を生成してコンテンションベースのアクセス手順を開始し、アクセスに失敗した場合に、
基地局からのアシスタントアクセス情報に基づいて当該基地局とインタラクションしてア
クセス手順を完成するように配置されている回路を含んでいる。
【０１７３】
　本発明は、機器読み取り可能なコマンドコードが記憶されたプログラム製品をさらに提
出する。上記コマンドコードが機器に読み取られて実行される場合に、上記の本発明の実
施例による方法を実行できる。
【０１７４】
　これに対応して、上記の機器読み取り可能なコマンドコードが記憶されたプログラム製
品がロードされた記憶媒体も本発明の開示に含まれる。上記記憶媒体は、フロッピーディ
スク、光ディスク、光磁気ディスク、メモリカード、メモリスティックを含むが、これら
に限定されない。
【０１７５】
　ソフトウェア或いはファームウェアで実現する場合、記憶媒体或いはネットワークから
専用ハードウェア構造を有するコンピュータ（例えば図１７に示す汎用パーソナルコンピ
ューター１７００）に当該ソフトウェアを構成するプログラムをインストールし、当該コ
ンピュータは各種のプログラムがインストールされている場合、各種の機能等を実行でき
る。
【０１７６】
　図１７において、演算処理ユニット（ＣＰＵ）１７０１は、読取専用メモリ（ＲＯＭ）
１７０２に記憶されているプログラム或いは記憶部１７０８からランダムアクセスメモリ
（ＲＡＭ）１７０３にロードしたプログラムに基づいて各種の処理を実行する。ＲＡＭ１
７０３にも、必要に応じてＣＰＵ１７０１が各種の処理等を実行する際に必要なデータが
記憶される。ＣＰＵ１７０１、ＲＯＭ１７０２、ＲＡＭ１７０３はバス１７０４を介して
互いに接続されている。入力／出力インタフェース１７０５もバス１７０４に接続されて
いる。
【０１７７】
　入力部１７０６（キーボード、マウス等を含む）、出力部１７０７（ディスプレイ、例
えば陰極線管（ＣＲＴ）、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）等、スピーカ等を含む）、記憶部
１７０８（ハードディスク等を含む）、通信部１７０９（ネットワークインターフェース
カード例えばＬＡＮカード、モデム等を含む）は入力／出力インタフェース１７０５に接
続される。通信部１７０９は、ネットワーク、例えばインターネットを介して通信処理を
実行する。必要に応じて、ドライバー１７１０も入力／出力インタフェース１７０５に接
続される。リムーバブルメディア１７１１、例えばディスク、光ディスク、光磁気ディス
ク、半導体メモリ等は、必要に応じてドライバー１７１０に装着され、その中から読み出
したコンピュータプログラムが必要に応じて記憶部１７０８にインストールされるように
する。
【０１７８】
　ソフトウェアで上記一連の処理を実現する場合、ネットワーク、例えばインターネット
或いは記憶装置、例えばリムーバブルメディア１７１１からソフトウェアを構成するプロ
グラムをインストールする。
【０１７９】
　当業者であれば、この種の記憶媒体は、図１７に示す、その中にプログラムが記憶され
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定されないことが理解される。リムーバブルメディア１７１１の例は、磁気ディスク（フ
ロッピーディスク（登録商標））、光ディスク（光ディスク読取専用メモリ（ＣＤ－ＲＯ
Ｍ）とデジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）を含む）、光磁気ディスク（ミニディスク（Ｍ
Ｄ）（登録商標）を含む）、半導体メモリを含む。又は、記憶媒体は、ＲＯＭ１７０２、
記憶部１７０８に含まれるハードディスク等であってもよく、その中にプログラムが記憶
され、且つこれらを含む装置とともにユーザーに配分される。
【０１８０】
　指摘すべきことは、本発明の装置、方法及びシステムにおいて、各部品又は各ステップ
は分割及び／又は再組み合わせることが可能である。これらの分割及び／又は再組み合わ
せは本発明の等価方案と見なすべきである。そして、上記一連の処理を実行するステップ
は、説明の順で時間順に従って実行されることがあるが、必ず時間順に従う必要がない。
あるステップは並行又は独立に実行されることが可能である。
【０１８１】
　最後、なお、用語の「含む」又はその任意の変化は、非排他的包含を含むことを意味す
ることにより、一連の要素を含むプロセス、方法、物品又はデバイスはその要素を含むだ
けでなく、明確に挙げない他の要素を含むか、又はこのようなプロセス、方法、物品又は
デバイスが固有する要素をさらに含むようにする。また。より多く制限されない場合に、
語句「一つ…を含む」が限定する要素は、上記要素を含むプロセス、方法、物品又はデバ
イスにおいて他の同一の要素を含むことを排除しない。
【０１８２】
　以上で図面を参考して本発明の実施例を詳細に記述したが、以上で記述された実施形態
は、本発明を説明するためのものであり、限定ではない。当業者にとって、上記実施形態
について、各種の修正、変更を行い得るが、本発明の本質と範囲から逸脱しない。従って
、本発明の範囲は特許請求の範囲及び均等意味のみに限定される。
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